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第 61 回総合資源エネルギー調査会基本政策分科会 

 

日時 令和６年８月 30 日（金）14：00～17：15 

場所 経済産業省 本館 12 階 西１会議室（ｔｅａｍｓとの併用） 

 

１．開会 

 

○隅分科会長 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまより総合資源エネルギー調査会基本政策分科

会を開催いたします。 

 今日の分科会も対面の方とオンラインの方と参加されておられます。また、この議事につ

きましては、ＹｏｕＴｕｂｅの経産省チャンネルでいつものとおり生放送とさせていただ

きます。 

 今日の基本政策分科会には、齋藤経産大臣もご参加いただいておりますので、まず大臣よ

りご挨拶をお願いいたします。 

○齋藤経済産業大臣 

 本日もご多忙の中、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会にご出席をいただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 まず、台風 10 号の影響につきまして一言申し上げたいと思います。各地で浸水被害や土

砂災害が発生をしているほか、人的被害の情報も寄せられています。お亡くなりになられた

方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された全ての方々に対して、心からお見舞いを申

し上げます。 

 本日はエネルギー業界の皆様にもご出席をいただいておりますが、例えば一般送配電事

業所においては、全国で約３万人の復旧要員を備えるなど、夜間も含めて迅速な復旧作業を

行う体制を構築していただいておりまして、感謝申し上げます。政府経済産業省といたしま

しても、台風 10 号による被害の対応に全力を尽くしていきたいと思っています。 

 さて、これまで基本政策分科会では、将来の電力需要や海外情勢の変化に加えまして、電

源や化石燃料の安定供給などについてご検討をいただいてきました。議論の様子につきま

しては、毎回事務方より報告を受けておりますが、大変精力的にご議論いただいており、心

より御礼申し上げます。今日は私から２点申し上げたいと思います。 

 第１に、エネルギー政策が日本の将来の国力を左右するということであります。特にＤＸ

やＧＸの進展による電力需要増加が見込まれる中、それに見合った脱炭素電源の確保が競

争力の源泉となるデータセンターや産業の立地に不可欠な状況となっています。将来の電

力需要の見通しに幅がある中でも、脱炭素電源が足りないがゆえに、必要な国内投資が行わ

れず、日本経済が成長機会を失うことは決してあってはならないと思います。脱炭素電源投

資を拡大していくための事業環境整備などにしっかり取り組んでいきたいと思っています。 
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 第２に、アジアとの連携であります。先週、私自身、インドネシアのジャカルタを訪問し

まして、第２回ＡＺＥＣ閣僚会合に参加をして議長を務めてまいりました。石炭火力の廃止

一辺倒の脱炭素化ではなくて、再エネ、省エネ、アンモニアやＣＣＳを活用して、多様な道

筋によるネットゼロを目指していく、こういう考え方、これがＡＺＥＣの中でコンセンサス

になっています。 

 また、脱炭素、経済成長、エネルギー安全保障を同時実現する。これも、ＡＺＥＣの基本

的な考え方でありますが、浸透してきてるなということを実感をいたしました。そして同時

に、高い技術力を持つ日本への期待を実感をいたしました。私もバイ会談を幾つもこなして

まいりましたけれども、その都度、相手国政府から、この日本の企業と連携して取り組む活

動についての、本当に熱い期待を感じまして、これは実は予想していた以上のものがありま

した。 

 こういった、今申し上げた二つのＡＺＥＣの基本原則、これをＡＺＥＣだけではなくて、

私は世界全体に広めていく重要な二つの考え方なんだろうと思っています。 

 本日は、五つの団体から次期エネルギー基本計画の策定に向けたご意見をいただくとと

もに、次世代燃料ＣＣＵＳ、重要鉱物などの政策課題についてご議論をいただくことになっ

ております。2050 年ネットゼロに向けて、世界的に不確実性が高まる中、脱炭素化に伴う

コスト上昇をいかに抑えながら、エネルギー安定供給と脱炭素化の両立を確保するか。官民

一体となってどうやって具体的な道筋を描いていくべきか。そのご示唆となるような議論

をいただけることを期待をいたしております。 

 本日も忌憚のない活発なご議論、ご審議を何とぞよろしくお願い申し上げます。ありがと

うございました。 

○隅分科会長 

 齋藤大臣、ありがとうございました。 

 なお、大臣は公務のため、ここでご退席をされます。プレスの皆様の撮影もここまでとさ

せていただきます。 

 

２．議事 

 ①関係団体からのヒアリング 

 

○隅分科会長 

 それでは、ここから議事に入ります。 

 今日は２部構成としておりまして、第１部が、関係団体からのヒアリング。第２部が、次

世代燃料、ＣＣＵＳ、重要鉱物等についてとしております。 

 まず、第１部でございますけれども、次期エネルギー基本計画の策定に向けた本分科会で

の議論を深めるため、エネルギー団体を代表して５団体からヒアリングを実施いたします。

今回プレゼンをいただきますのは、電気事業連合会から林会長、林会長はオンラインでご参
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加いただいております。日本ガス協会からは内田会長。石油連盟からは木藤会長。全国石油

商業組合連合会から出光副会長、オンラインでご参加でございます。そして、再生可能エネ

ルギー長期安定電源推進協会から池内代表理事の５名でございます。本当に皆様お忙しい

ところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 ここからの進め方でございますけれども、まず事務局から、各団体への依頼内容をご説明

いたしますので、その後、各団体からプレゼンをいただきます。そして委員の皆様よりご質

問をいただくわけでございますけれども、５人か６人ぐらいご質問をいただくごとに各団

体からそれぞれご回答をいただくと、こういう進行とさせていただきます。ですから、今日

の委員の参加数からいきますと、２回ぐらいに分けてご質問を受けると、こういう形になっ

てまいります。 

 各団体からの説明は、８分ぐらいでお願いをいたします。６分経過したところで、申し訳

ないんですけれど、ベルでお知らせ申し上げますので、ご協力をいただければと。お願いい

たします。また、資料をお使いの場合には、ページ数、スライド番号、これもお話ししなが

らご説明いただければと思います。 

 それでは、まず事務局からご説明を申し上げます。 

○畠山資源エネルギー庁次長 

 資源エネルギー庁でございます。本日はお話をいただく各団体の皆様、雨でお足元の悪い

中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 本日、ヒアリングということで、各団体の皆様には、資料１をご覧いただければと思いま

すけれども、その裏面ですけれども、以下の内容について、こういう内容を説明してくれと

いうことでお願いをしているところでございます。大きく３点ございまして、一つは、2040

年に向けたエネルギー政策・エネルギーミックスでは、Ｓ＋３Ｅのバランスをどのように考

え、どのような将来像を示すべきか、これが第１点目でございます。第２点目が、2040 年

に向けたエネルギー政策を検討するに当たりまして、エネルギー供給事業者の観点から、ど

のような課題があり、どのように乗り越えていくべきか。それから第３点目が、2040 年に

向けて産業政策とエネルギー政策をＧＸ政策として一体的に進めていく上で、エネルギー

政策ではどのような点に重点を置くべきか。特に、脱炭素エネルギーのさらなる拡大や活用

をどのように進めるべきかという点を含め、どのような政策をとることが必要か。こういっ

たことについてご説明をお願いしているところでございます。 

 ぜひお話をいただいた後、質疑・議論をお願いできればというふうに考えております。よ

ろしくお願いをいたします。 

○隅分科会長 

 それでは、まず電気事業連合会林会長、聞こえておりますでしょうか。 

○林電気事業連合会会長 

 はい、林でございます。聞こえておりますか。 

○隅分科会長 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

○林電気事業連合会会長 

 電気事業連合会の林でございます。まず、本題に入る前に、先ほどの齋藤大臣からのお話

にもありましたように、台風 10 号の影響により、各被災地域では、電力設備も被害を受け、

停電が発生しております。お客様には大変なご迷惑とご不便をおかけしていることを心か

らお詫び申し上げます。これらの停電につきましては、地域の電力会社において、自治体等

の関係機関と連携しながら、鋭意、復旧作業を進めているところであり、今後も進めてまい

ります。 

 なお、一般送配電会社各社間でも情報共有を実施し、応援が必要であれば迅速に対応して

いきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、エネルギー基本計画の見直しに向けた私どもの考えについてお話しいたしま

す。右上にページを振っております。１ページをご覧ください。 

 私どもが考える、下にあります七つの重要論点につきまして、それぞれの課題認識と対応

の方向性についてお話しします。 

 ２ページをご覧ください。まず一つ目の論点、将来の不確実性を見据えたシナリオの検討

についてであります。今後、電力需要が大きく伸びていく可能性が指摘されておりますが、

国際情勢や脱炭素技術の進展などの見極めも非常に難しく、こうした不確実性への対応を

念頭に置いた、柔軟なエネルギー政策が必要であると考えております。 

 ３ページをご覧ください。例えばその具体例でありますが、先ほどもお話がありましたよ

うに、蓋然性が高い電力需要想定は前提でありますが、電源の建設リードタイム等を踏まえ

つつ、将来にわたり供給力及び電力系統を確保し続ける必要があります。一方で、将来の趨

勢を決め打ちすることは非常に難しいことから、不確実性への対応の観点から、想定のシナ

リオに一定の幅を設けるなど、柔軟な対応が必要だと考えております。 

 これに関しては６ページをご覧ください。二つ目の論点、安定供給とエネルギー安全保障

の重要性の明確化についてであります。足元では、原子力発電所の再稼働が遅れ、火力電源

の退出が進展する一方、新規の電源投資は停滞し、様々な課題が顕在化しており、下の枠に

ありますように、Ｓ＋３Ｅの中でも極めて重要な安定供給とエネルギーの安全保障の確保

が脅かされている状況にあると考えております。 

 次、７ページをご覧ください。したがいまして、次期エネルギー基本計画においては、我

が国経済と国民の暮らしを支えるため、先ほど、エネルギー政策が将来の国力を左右すると

いうお話がありましたけれども、この安定供給、安全保障の確保の重要性を改めて明確化す

る必要があります。 

 次、８ページをご覧ください。もう少し具体的に申しますと、足元では再エネ出力変動の

補完による稼働率低下により、投資回収の予見性が低下し、供給力不足が顕在化しておりま

す。今後、電源の脱炭素化を進めながら、新規投資を促進していくためには、投資回収の予

見可能性の確保に向けた制度措置の構築が必要であると思います。 
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 続きまして 10 ページをご覧ください。次に、これは燃料調達ですが、燃料の調達に関し

ても、昨今の国際的なエネルギー情勢のもとでは、民間の事業者による経済効率性に基づく

対応では、安定調達が困難な状況であります。下のグラフはＬＮＧの需給ギャップでござい

ます。 

 11 ページをご覧ください。このような状況に対応するため、戦略的余剰ＬＮＧ、いわゆ

るＳＢＬが創設されました。大変な進歩だと思いますが、今後さらなる国の主体的な資源・

燃料の確保策が必要と思っております。 

 12 ページをご覧ください。三つ目の論点は、再生可能エネルギーの推進についてであり

ます。電力各社においては、再エネの導入目標をそれぞれ掲げて、最大限の導入拡大に取り

組んでおります。一方で、下の四角の枠にありますように、再エネの開発については、様々

な問題もあり、さらなる拡大に向けては、これらの課題に確実に対応していく必要があると

思います。 

 具体的な例を申し上げますと、14 ページをご覧ください。再エネの拡大に当たっては、

大規模な電力系統整備やそれに伴う費用負担も避けることができないため、国民負担抑制

の観点から、引き続き検討が必要です。このマップは、広域連系系統のマスタープランを示

したものでございます。 

 次の 15 ページをご覧ください。次は四つ目の論点、原子力の活用についてです。これは

言うまでもなく、資源に乏しい島国である我が国において、2050 年カーボンニュートラル

と電力の安定供給を同時達成するためには、原子力の最大限の活用が必要不可欠ですが、①

～④にあるように、四つの課題を有していると考えております。それぞれについてちょっと

簡単に見てみます。 

 16 ページをご覧ください。まず１番目の原子力の位置づけに関してでございます。今後

も民間として原子力事業に取り組んでいく上では、次期エネ基におきまして、原子力が持つ

価値、矢印で価値を示しておりますが、それらを再評価し、最大限活用していくべき電源で

あると、その位置づけを見直す必要があると思います。 

 17 ページをご覧ください。参考に各国の原子力利用に関する方針をお示ししております

が、リード文の二つ目に記載のとおり、我が国においても国による具体的な開発・建設目標

量の設定が、原子力サプライチェーンの事業予見性の向上につながり、技術・人材の確保に

も資すると考えております。 

 次に 19 ページをご覧ください。２番目の投資・コストの回収予見性に関してでございま

す。自由化後は、それまでの総括原価方式から、市場ベースでの価格設定となったことで、

投資コストの回収予定性が低下し、電源投資判断が困難になった一つの要因であると考え

ております。 

 20 ページをご覧ください。ファイナンスについてでございます。震災以前のフリーキャ

ッシュ・フロー、この棒グラフがフリーキャッシュ・フローの推移でございますが、それと

自己資本比率の推移も下の表に示しております。 
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 同じことだと思いますが、21 ページもご覧ください。有利子負債残高でございますが、

震災前から約７兆円増加しております。 

 22 ページをご覧ください。今後、次世代革新炉当への投資を進めていくためには、投資・

コストの回収予見性や、事業の収益性の確保に加えて、円滑なファイナンスが可能となる資

金調達環境の整備も必要と考えております。 

 23 ページをご覧ください。３番目のバックエンド事業についてでございますが、バック

エンド事業に関しましては、我々事業者としても様々な取組を実施しておりますが、バック

エンド事業は、超長期かつ多額の費用を要する事業であり、非常に不確実性が高いことから

民間で対応するには困難な課題もございます。そういった点につきましては、国によるさら

なる関与、コミットが必要だと考えております。 

 24 ページをご覧ください。４番目の原子力損害賠償制度についてですが、現行制度では、

事業者に無過失・無限責任が課されておりますが、これは投資判断・ファイナンスにおける

ネックとなる懸念があるため、見直しが必要であると考えております。 

 以上、原子力についての四つの課題についてお話しさせていただきました。 

 次、25 ページをご覧ください。続きまして、五つ目の論点、火力発電の維持・確保、また

脱炭素化の推進についてでございます。火力発電の脱炭素化には、かなりの規模の投資コス

ト負担が避けられないこと、脱炭素化技術の見通し等も不透明なことから、長期脱炭素電源

オークションの見直しやファイナンス施策等、実効性のある対策が必要であると考えてお

ります。 

 26 ページをご覧ください。再エネを導入拡大していく中で、火力発電は、供給力や調整

力確保のために欠かせない電源であります。火力の脱炭素化を着実に推進していくととも

に、トランジション完了までの間、安定供給の観点から維持していく既設火力に関しても、

その位置づけ及び重要性を明確化するとともに、社会的・経済的に過度なデメリットを被る

ことがないよう、また、確実な費用回収が可能となるよう、脱炭素化とセットで議論してい

く必要があると思っております。 

 28 ページ、次の六つ目の論点の電化の推進についてであります。2050 年カーボンニュー

トラルの実現に向けては、非電力部門の電化も非常に重要になってまいりますが、中でも大

気熱を活用するヒートポンプ技術の活用が非常に有効だと考えております。 

 次の 29 ページをご覧ください。そのヒートポンプの特徴についてお示ししておりますが、

ちょっとビジーなペーパーで申し訳ございませんが、ヒートポンプは省エネ技術だけでは

なく、大気熱を利用する再エネの利用技術であるということから、さらなる導入の拡大・利

活用が必要と考えています。 

 最後、七つ目の論点、31 ページをご覧ください。最後に、ＧＸ実現に向けた環境整備に

ついてであります。カーボンプライシングを含む温暖化対策にかかるコストは、国民の行動

変容を促す観点からも、広く社会全体、国民全体で負担すべきであり、特定の事業者に負担

がかかるようなことになれば、脱炭素化の取組に悪影響が生じる虞があります。 
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 33 ページをご覧ください。カーボンニュートラルの実現に向けては、相応の脱炭素コス

トの負担は避けられないことから、社会全体での公平な負担に向けた国民理解の醸成が必

要であり、国による率先した取組を期待しております。 

 私からは以上でありますが、今後の電力供給の在り方については、産業界からも多大なご

関心とご懸念をいただいており、その在り方によっては、我が国が今後も産業競争力を保持

できるかどうかの分水嶺にあると、強く認識しております。エネルギーインフラの更新に必

要なリードタイムを考慮すると、2050 年は「すぐ先の未来」であり、残された時間は極め

て少なく、次期エネルギー基本計画が 2050 年カーボンニュートラル達成に向けたラストチ

ャンスであると認識し、迅速かつ大胆な政策展開を実施すべきであると考えております。 

 我々電気事業者としても、これまでお願いばかり申し上げましたが、それだけではなく、

我が国産業と国民生活を支えていくという矜持と覚悟を持って、来る難局に取り組んでま

いる所存であります。 

 以上、どうもありがとうございました。 

○隅分科会長 

 林会長、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして日本ガス協会内田会長、お願いいたします。 

○内田日本ガス協会会長 

 ありがとうございます。私からはタイトルにありますように、産業・社会の発展とカーボ

ンニュートラルの両立に向けた、ガス業界としての貢献についてお話をさせていただきま

す。２ページをご覧ください。 

 第７次エネルギー基本計画では、日本のエネルギー政策を取り巻く大局を踏まえて、Ｓ＋

３Ｅをバランスよく実現することが最も大切な課題と認識しています。そして、カーボンニ

ュートラル化と、産業・社会の発展の両立のためには、不確実性に対応できる多様な道筋を

確保すること、そして、柔軟で強靭なエネルギー構造を作り上げることが必要と考えます。 

 ３ページです。現在エネルギー最終需要の約３分の 1 が電力で、実は熱は３分の２を占め

てございます。電力需要と熱需要の双方の安定供給とカーボンニュートラル化を実現する

には、需給両面の不確実性、価格の問題、そしてカーボンニュートラルへ移行する際の時間

軸等を踏まえた対応が重要だと考えております。このためには、まず足元では省エネを推進

し、かつ天然ガスを利用する、そして将来に向けて電力分野では原発の再稼働、それから革

新炉の導入、あるいは再エネの導入拡大といったことが必要になるでしょうし、熱分野にお

いては、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅの活用等、多様な道筋を確保して、柔軟で強靱なエネルギー構

造を作り上げることが重要と考えております。 

 ４ページをご覧ください。都市ガス業界では、言うまでもなく天然ガスを最大限活用しつ

つ、将来ｅ－ｍｅｔｈａｎｅ等によりガスのカーボンニュートラル化を推進することで、産

業・社会の発展に貢献したいと考えております。その際、長期契約によるＬＮＧの安定的な

確保に努めつつ、仕向地の問題、それから量の面、それら両方で高い柔軟性が必要になりま
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すので、その確保を進めながら、トレーディング機能の強化にも取り組んで、安価で競争力

のあるＬＮＧ確保を進めてまいりたいと考えております。 

 ５ページです。ＬＮＧに関して言いますと、ＬＮＧの６割が発電用に使われておりまして、

都市ガス用は４割でございます。なお、この表にはありませんが、都市ガス用の中で６割が

産業用になっております。電力分野では、ＬＮＧ火力は再生可能エネルギー拡大に伴う調整

電源として、先ほどあったとおりです。重要な役割を担うとともに、今後見込まれる需要増

に対応するためにも、引き続き重要と考えておりますが、熱分野では、石炭等からの燃料転

換により、足元から確実なＣＯ２排出量削減に寄与できる。そして、コージェネ等の分散型

電源を通じて電力の負荷軽減やレジリエンスの強化にも貢献をいたします。そのためにＬ

ＮＧの安定調達に向けた環境整備というのが重要と考えております。 

 ６ページです。現在、産業・民生分野の消費エネルギーの６割が熱需要ということですが、

中でも産業分野では天然ガスが我が国の高品質なものづくりを支えています。ここで申し

上げたいのは、全てが電気に置き換わるというわけではないという意味で申し上げており

ます。石炭から石油や天然ガスへの燃料転換は、産業競争力を維持しつつ、即効性のあるＣ

Ｏ２削減により温室効果ガスの累積排出量の抑制に貢献できる最適解というふうに産業界

からも評価されていると自負しております。 

 ７ページです。徹底した省エネのためには、省エネ性の高い高効率ガス機器のさらなる普

及拡大が必要となります。また、コージェネの中心として、地域の熱と電力を最適に供給す

るスマートエネルギーネットワークの導入を推進することも、省エネ、省ＣＯ２につながり

ます。ガスシステムはエネルギー源の多重化ですとか、電力系統の負荷軽減に貢献すること

に加えて、経済性、設置性、さらには地域性、レジリエンス貢献等の様々な観点から、実は

需要家から選ばれているということをご理解いただきたいと思います。産業用・業務用・家

庭用、それぞれで多様な選択肢を確保することが重要と考えます。 

 ８ページです。ｅ－ｍｅｔｈａｎｅについてご説明します。ｅ－ｍｅｔｈａｎｅは大気中

に排出されるＣＯ２を再利用して水素と合成して精製すると。そして、その後、産業用等で

排出するということになりますので、大気中のＣＯ２を増加させないカーボンニュートラ

ルな燃料でございます。この際、水素は再エネ電力を用いて製造するグリーン水素を使用す

るため、再エネ電力の安価な海外での製造を想定しています。ＣＯ２は工場等から排出され

るものを集めますが、将来的にはＤＡＣにより空気中から取り出そうと考えています。また

ｅ－ｍｅｔｈａｎｅは天然ガスの主成分と同じですので、既存の天然ガスバリューチェー

ンを全て利用することが可能です。インフラや消費機器をそのまま使用することで、お客様

や社会のコストを抑えてシームレスにＣＯ２削減の実現することができます。その意味で、

水素を直接使う場合のほうがｅ－ｍｅｔｈａｎｅを製造するよりも安いという、製造段階

ではｅ－ｍｅｔｈａｎｅのほうがやや高くなるということがございますが、その後の、運ぶ

そして使うといった面では既存のものが全て使えますので、新しい投資が必要ないという

ことを申し上げています。 



9 

 ９ページをご覧ください。ｅ－ｍｅｔｈａｎｅ導入に向けた取組状況です。現在、国内で

技術開発を進めておりますが、2030 年の１％導入に向けて、再エネコストの安価な海外で

の大規模製造を目指してプロジェクトの検討を精力的に行っています。来年はアメリカで

のプロジェクトのＦＩＤを行いたいというところまで今、進んでおります。なお、国内でも

ＣＯ２を大量に排出する産業用需要家が、オンサイトでのｅ－ｍｅｔｈａｎｅ導入の検討

を開始しておりまして、需要家サイトでの導入がこれから始まってくるということでござ

います。 

 最後です。10 ページです。第７次エネ基への期待をまとめております。今まで申し上げ

ましたとおり、都市ガス業界では三つに取り組んでおります。一つは、熱電両分野での天然

ガスの燃料転換と徹底した省エネ。２番目に、それを支えるためのＬＮＧの長期契約と柔軟

性の確保、トレーディング拡大。３番目に、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅのコストダウンと生産・利

用の拡大に取り組んでおります。政府におかれましては、将来にわたって日本がＬＮＧを戦

略的に活用することを国内外にぜひ発信していただきたい。そうすることで調達環境の整

備につながると思いますので、お願いしたいと思います。 

 また、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅに関する技術開発、制度整備についても引き続きご支援をお願

いしたいということでございます。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 内田会長、ありがとうございました。 

 続きまして、石油連盟より木藤会長、お願いいたします。 

○木藤石油連盟会長 

 石油連盟会長の木藤でございます。本日はヒアリングの機会をいただきまして、誠にあり

がとうございました。我が国のエネルギー供給の根幹を担う石油の立場から、現状と課題、

エネルギー基本計画改定に向けての意見を述べさせていただきます。 

 まず、スライド３ですが、これはエネルギーに共通でございますけれども、エネルギー政

策というのは、引き続きＳ＋３Ｅの同時達成、これを大原則の基本として取り組んでいくと

いうことが何よりも重要だということでございます。 

 スライド４をご覧ください。石油（液体燃料）は利便性が高く、輸送用燃料などとして優

れた特性を有しております。世界がカーボンニュートラルに進んでいく中でも、必要不可欠

なエネルギーとして見直されております。我が国経済社会の安定成長のためにも、石油（液

体燃料）の安定供給は不可欠であります。 

 次に、カーボンニュートラルへの取組状況であります。スライド６をご参照ください。石

油業界ではカーボンニュートラル燃料であるＣＯ２フリー水素、アンモニア、合成燃料、Ｓ

ＡＦなどの革新的技術開発や社会実装に積極的に取り組んでおります。ＣＯ２の処理のた

めのＣＣＳ技術の確立も重要となります。 

 スライド７をご覧ください。優れた特性を持つ液体燃料のカーボンニュートラル化は、化
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石燃料にカーボンニュートラル燃料の混合率を高めていくといったことで実現可能と考え

ます。 

 スライド８をご覧ください。カーボンニュートラル燃料の導入・普及に向けた石油業界の

取組に対する、これらの大胆なご支援や環境整備をお願いするものであります。脱炭素価値

に対する国民理解の醸成というのも極めて重要であります。 

 スライド９をご覧ください。ＣＣＳはＨａｒｄ－ｔｏ－Ａｂａｔｅ産業からのＣＯ２排

出を処理するカーボンニュートラル実現に必須の取組となります。我が国には分離回収か

ら貯留の各工程の競争力の高い企業が存在し、ＣＣＳの産業化は、産業競争力強化や経済成

長にもつながるものであります。2050 年の政府目標を達成していくためにも、ＧＸ経済移

行債等による全面的な支援を早急に講じていただくことをお願いしておるわけであります。 

 次に、トランジション期も必要不可欠な石油、液体燃料のサプライチェーンと、現状と課

題についてお話ししたいと思います。 

 11 ページをご覧ください。世界の石油需要は、中国の需要回復などにより増加する見通

しであり、地政学リスクや産油国の減産など、原油の供給面にも注視が必要であります。上

流開発はダイベストメント一辺倒から、欧米メジャーなどの投資が戻りつつありますが、ま

だまだ十分とは言えません。 

 スライド 12 をご覧ください。原油は安定的な供給ソースも限られ、我が国の中東依存度

は高止まりをしています。また我が国の世界での原油シェアは、今や３％程度であり、今後

も低下が予想されます。私どもも安定供給に努めてまいりますけれども、資源外交の一層の

強化が必要となります。 

 スライド 13 をご覧ください。産油国から我が国までのオイルロードには、複数のチョー

クポイントがあります。足元の中東情勢の緊迫化の中、原油輸入に関わるリスクというもの

が生じている状態であります。 

 14 ページをご覧ください。国内の石油サプライチェーンに目を転じてみますと、お客様

までの多段階にわたる担い手が、物流合理化、人口減少、労働人口の減少等によりまして不

足しつつあるという中、急激な需要変動への対応力、柔軟性が低下しています。インバウン

ド向けのジェット燃料では、この問題が顕在化したわけですけれども、石油サプライチェー

ンの維持に今後とも省庁、産業の垣根を越えて、官民連携して取り組むことが必要と考えま

す。 

 15 ページをご覧ください。現行エネ基では、石油は災害時のエネルギー供給の最後の砦

とされています。今年の年初の能登半島地震においても、救援・復旧・復興に活用され、最

後の砦の役割を果たしました。また、南海トラフ地震や首都直下地震などでは石油製品を緊

急輸入し、被災地に供給することも想定されます。輸入受入能力、被災地への輸送能力につ

いて、改めて有事に備えて政府を中心に検証し、必要な対策を講じていく必要があります。 

 スライド 16 をご覧ください。緊急時対策として、備蓄は最も有効かつ重要な手段であり

ます。国際情勢の不確実性が高まる中、安全保障の観点から、石油備蓄は現行制度を堅持す
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ることが必要であります。 

これまで現状と課題について申し上げましたが、一方で石油産業を取り巻く環境の厳し

さについて少し触れてみたいと思います。 

 18 ページをご覧ください。石油需要の減少、サプライチェーンの柔軟性低下、需要構造

の変化に対応していくに当たりまして、民間企業として、縮小する石油部門への投資判断と

いうのは極めて困難な状況になってきております。加えて液体燃料のカーボンニュートラ

ル化に必要な巨額な投資についても、運輸部門での需要、すなわち自動車用、船舶、あるい

は航空機用の将来の姿というものが非常に不確定で、事業の予見性が確保しづらい状況に

あります。脱炭素価値の国民理解醸成のためにも、政府が具体的な姿をお示しいただくよう

お願いをしているところでございます。 

 スライド 20 をお願いします。最後のページになります。次期エネルギー基本計画に向け

た石油業界の意見であります。まず、エネルギー政策の基本は引き続きＳ＋３Ｅの同時達成

であることは堅持すべきことであります。 

 次に、2050 年カーボンニュートラルに向けた取組に対しまして、事業者の予見性を高め

る支援の拡充や、脱炭素価値に対する国民理解の醸成などをお願いするものであります。 

 最後に、石油及び液体燃料が、引き続き不可欠なエネルギーであり、緊急時のエネルギー

供給の最後の砦であることを改めて明示すること、その上で、トランジション期における安

定供給の確保、サプライチェーン維持に向けた官民による取組に対し、石油産業の経営環境

を踏まえたご支援、施策を講じていただけることをお願いして、私の話とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。 

○隅分科会長 

 木藤会長、ありがとうございました。 

 続きまして、全国石油商業組合連合会より、出光副会長、お願いいたします。 

○出光全国石油商業組合連合会副会長 

 ただいまご紹介をいただきました全国石油商業組合連合会副会長の出光と申します。本

日は台風の接近でリモート参加になりまして、大変申し訳ございません。また、本来会長で

あります森が出席するべきところ、所用により出席がかないませんでしたので、私のほうか

ら石油製品の安定供給確保の必要性とその安定供給を担うＳＳネットワークの維持強化の

重要性についてご説明をさせていただきます。 

 資料のほう、まず２ページをご覧ください。全国石油商業組合連合会、略して全石連のプ

ロフィールでございます。全国約１万 3,000 社の石油販売業者が組合員となっております

が、１事業者１ＳＳを経営する組合員が約７割を占めるなど、他団体と違いまして、石油販

売業界は小規模事業者が大勢を占めておりますということをまずご認識いただければと存

じます。 

 ３ページをご覧ください。次期エネルギー基本計画の策定に当たり、今後のエネルギー政

策の在り方に対して、石油販売業界としての意見をまとめております。エネルギーの多様化
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が進む現在におきましても、エネルギー密度や貯蔵性、可搬性、エネルギー収支比などで、

いまだ石油を凌駕するエネルギーはありません。特にこの３年間で学んだことは、エネルギ

ートランジションがそんなに簡単ではないということであります。後にご説明いたします

災害発生時の役割はもちろん今後も果たしてまいりますが、エネルギー安全保障の観点か

らも、平時において、石油を可能な限り有効に利用し続けていくべきと考えます。電源構成

の議論もとても大切なのですが、その前に、全体のエネルギーミックスの絵姿の中で、液体

燃料をどういうふうに位置づけるかは、人の命を守る上で外せないテーマであると考えま

す。 

 また、気候変動問題において、カーボンニュートラル、脱炭素が基本方針であることは十

分理解をしておりますが、特に脱炭素という単語は、石油が悪者というイメージをいやが応

にも引き起こしております。サービスステーションの現場では、平時、災害時を問わず、酷

暑、寒波、豪雪、コロナ禍においても、日夜エッセンシャルワーカーとして頑張ってまいり

ました。ただでさえ日本全体が働き手不足状態である中、この石油悪者論によって、多くの

従業員が石油には将来性がないと辞めてしまったり、求人を出しても応募者が全く来ず、石

油製品の供給を担う人材が、既にこの業界に入って来なくなってきていることに強い危機

感を持っていることを、委員の皆様に強くお伝えしたいと思います。 

 石油をおとしめる表現や、実質的に石油悪者論につながる施策は排除していただき、その

重要性をこの７次エネルギー基本計画にしっかり書き込んでいただくことを要望したいと

思います。 

 ４ページをご覧ください。エネルギー資源が乏しい我が国において、Ｓ＋３Ｅの要素を全

て満たしているエネルギーはありません。それぞれに一長一短があり、石油を含めた複数の

エネルギー源をバランスよく組み合わせて活用していく必要がございます。何かに偏るこ

とは、エネルギー安全保障上、大きなリスクになると考えます。 

 ５ページをご覧ください。先ほども少し触れました石油の位置づけ・重要性の明確化でご

ざいます。石油は現在も幅広い分野で利用され、一次エネルギーの約４割を占めております。

2040 年に向けても、石油は引き続き国民生活、経済活動に不可欠なエネルギー源として、

その役割を果たせるよう、ＳＳ・油槽所ネットワークの維持や分散備蓄拠点の確保など、供

給網の一層の強靭化に取り組むべきと考えます。 

 一方で、環境への適合の観点から、合成燃料やバイオ燃料の供給、ＳＳで利用する電力の

グリーン化などを通じて、石油販売業界としてもカーボンニュートラルの推進に貢献して

いく所存でございます。 

 ６ページにまいります。石油製品の需要減がこれほど顕在化した今、ＳＳネットワークの

維持には、個々のＳＳの経営力強化が必要です。このため燃料販売プラスアルファ、いわゆ

る多角化による売上の拡大や収益向上に取り組んでいく必要があり、全石連では全国の組

合員に対し、ＳＳが目指す五つの方向性を提示し、それぞれのＳＳ事業者の状況に応じた経

営力強化に向けた取組をサポートしております。 
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 ７ページは、ＳＳの災害対応能力の強化についてであります。本年７月に島根県東部で発

生した大雨では、出雲市等と島根県石油組合出雲支部が連携し、道路の崩落による孤立地区

への燃料供給を実施しました。可搬性を生かして携行缶に詰めたガソリンを軽トラックで

崩落現場近くまで運び、そこから歩いて携行缶を住民らに届けました。 

 ８ページは能登半島地震の事例です。特に被害が大きかった能登半島北部の輪島市や珠

洲市などのＳＳでは、自宅が全壊し、避難所からＳＳに通ったり、ＳＳに寝泊まりしながら

燃料供給を継続するなど、自ら被災しながらも、避難所や拠点病院、移動電源車等への燃料

供給、緊急車両や被災住民の車への給油活動を、石油連盟や石油元売各社などと連携し、円

滑な燃料供給に尽力いたしました。 

 今後、大型地震の発生が予測されている中、この災害発生時、最後の砦の役割が果たせる

のは、これら地域のＳＳネットワークがあってこそということをぜひご理解いただきたく

存じます。 

 ９ページにまいります。国のご支援もいただき、東日本大震災を教訓に整備した中核ＳＳ、

小口燃料配送拠点。熊本地震を教訓に整備した住民拠点ＳＳの役割や設置数などについて

まとめたものでございます。 

 続く 10 ページは、全国の石油組合による各地方自治体との災害協定の締結状況。そして、

災害時を想定した訓練研修の実施状況となっております。 

 11 ページ、少子高齢化や人口減少などが進む過疎地域や離島におきまして、ＳＳの廃業

や撤退が進んでおり、石油製品の安定供給への懸念が広がっております。ここはぜひとも地

元自治体にＳＳの過疎地対策への問題意識を高めていただき、積極的に関与していただく

ことにより、関係者と協力しながら、ＳＳ等の燃料供給と拠点の維持に努めていくことが重

要と考えております。 

 12 ページ、カーボンニュートラル燃料として、現在の石油インフラをそのまま利用可能

という利点がある合成燃料の早期実用化と、バイオ燃料の導入拡大に向け、政府によるさら

なる支援拡大をお願いしたいと思います。 

 13 ページになります。公正かつ透明な石油製品取引の確立と公正競争の確保についてで

す。冒頭に申し上げましたように、石油販売業者の約７割は１ＳＳしか運営しておりません

小規模事業者であります。足元で我々が特に問題視しているのは、某外資系大規模流通事業

者ですが、資本の力に物を言わせた、全く土俵の違うビジネスモデルの廉売行為を野放しに

しておけば、地場の小規模事業者の廃業・撤退が促進され、ここまでご説明してまいりまし

た災害時の燃料供給や燃料配送に対応できなくなってしまいます。不当廉売申告の中心は

今や石油製品だけと言っても過言ではないんですが、現行の独禁法における不当廉売基準

では、公正な競争を確保することは難しい状況です。エネルギー施策として影響要件を重視

した新しい枠組みによる対応が必要だと考えております。 

 石油業界は、14 ページにもありますとおり、エネルギー業界の中でも、最初に規制緩和

自由化の波にさらされ、その都度、力強く対応してまいりました。しかしその結果、６万あ



14 

ったＳＳネットワークは、今では半分以下の２万 7,000 か所となりました。小は大に飲まれ

ても仕方がない、2050 年カーボンニュートラル、2035 年電動車 100％なんだからＳＳはこ

れからただ漫然と減っていくのもやむなしということであれば、議論はここまでというこ

とになりますが、ご説明してまいりましたエネルギー安全保障、安定供給、災害対応の役割

を、今後も果たすべしということであれば、そろそろ規制緩和一辺倒の思想を転換し、行き

過ぎた自由化を修正する賢い規制、スマート・レギュレーションを考えていかなければなら

ない段階にきているのではないかと主張させていただきます。 

 最後に、15 ページは、現行 16.6 円ですけれども、燃料油の激変緩和対策事業の、いわゆ

る出口戦略について書いております。急激な価格変動で、消費者等に混乱を生じさせないよ

う、ぜひともソフトランディングできる出口戦略の策定をお願いいたします。 

 17 ページ以降は参考資料となっておりますので、説明は割愛させていただきます。石油

とそれを供給するＳＳの役割について、委員の皆様にご理解をいただくよう、いま一度お願

い申し上げまして、私からのご説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございま

した。 

○隅分科会長 

 出光副会長、ありがとうございました。 

 それでは最後に、再生可能エネルギー長期安定電源推進協会より、池内代表理事、お願い

いたします。 

○池内再生可能エネルギー長期安定電源推進協会代表理事 

 一般社団法人再生可能エネルギー長期安定電源推進協会、通称ＲＥＡＳＰの池内でござ

います。このたびは貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。本日はエネ

ルギー基本計画に対する私ども再エネ事業者の意見ということでご説明をさせていただき

ます。 

 １ページをお願いいたします。まずＲＥＡＳＰの概要ですが、ＲＥＡＳＰは再エネ発電を

長期的な電源として普及促進し、また事業の継続と将来に向けて、安価でクリーンな電力供

給を目指すことを目的に 2019 年 12 月に設立をされました再エネの発電事業者団体です。

巻末に参考資料としてつけましたが、ＲＥＡＳＰでは健全な運営に向けたベストプラクテ

ィスの事例紹介を通じた横展開や、今後の大量廃棄に向けた太陽光パネルのリユース・リサ

イクル促進に向けた啓発活動、浮体式洋上風力発電の早期商用化に向けたシンポジウムの

開催などの活動を行ってまいりました。2050 年カーボンニュートラルに向けて、良い再エ

ネを普及拡大するための活動を、今後も最大限行ってまいりたいと考えてございます。 

 ２ページをお願いいたします。次期エネルギー基本計画に向けてはＳ＋３Ｅを大前提に、

再エネ最優先の原則のもとで、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、最大限の導入

を進めるべきと考えております。Ｓａｆｅｔｙは、再エネ事業者として事業規律をしっかり

と遵守し、安全安心な再エネを作り上げていくことが前提であることを示しております。Ｅ

ｎｅｒｇｙＳｅｃｕｒｉｔｙについては、再エネを拡大することで、エネルギー自給率の向
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上が図られるとともに、蓄電池を最大限に活用することでエネルギーの安定化も可能にな

ると考えます。ＥｃｏｎｏｍｉｃＥｆｆｉｃｉｅｎｃｙについては、パネルや蓄電池等の価

格低下により、人件費上昇を考えても、トータルコストは減少傾向であり、統合コストも低

下傾向にあるものと考えます。最後にＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔについては、再エネはゼロエ

ミッション電源としてカーボンニュートラルの実現に有効なことは言うまでもありません。

地域や自然環境との共生、廃棄・リサイクルという課題はありますが、今まで以上に事業者

として事業規律遵守を徹底して進めていくという必要があると考えます。 

 以上、第６次エネ基からの継続課題はあるものの、Ｓ＋３Ｅの観点でも、再エネの重要性

は高まってきており、最大限の導入を進めるべきと考えています。 

 ３ページをお願いいたします。再エネが今後さらに必要となる三つの理由をご説明いた

します。まず、現行エネ基の 2030 年エネルギーミックス実現、次期エネ基のターゲットで

もある 2040 年を踏まえ、2050 年カーボンニュートラル達成には、再エネの大量導入が必要

な状況にあります。しかし、現状のペースでは 2030 年の再エネ目標比率の達成は難しいと

の指摘もあり、導入増に向けて追加対策が必要であり、後段でもお話しする施策案を、ぜひ

ご検討をいただければと思っております。 

 ４ページをお願いいたします。二つ目として、グローバル企業のサプライチェーンにおい

て、取引先に 100％再エネを求める動きも出てきているなど、今後の企業活動に再エネの調

達はますます重要なものとなってきています。日本企業がグローバルサプライチェーンか

ら除外されないためにも、国内における再エネの導入拡大が必要となっています。 

 ５ページをお願いいたします。さらに日本のエネルギー自給率は諸外国と比べても非常

に低い水準になっております。日本のエネルギー供給は、化石燃料に依存する状況が続いて

おり、５月の本分科会の齋藤大臣からのご挨拶の中でもあったとおり、輸出で稼いだ国富を

石油燃料輸入により全て失っているという構造になっています。エネルギー自給率やエネ

ルギー安全保障の観点からも、再エネ導入拡大は最優先課題の一つと認識をしてございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。ＲＥＡＳＰでは、再エネの大量導入、主力電源化に向けて、

三つの観点からアプローチが必要と考えます。一つ目の再エネを増やすという観点、二つ目

の再エネを減らさないという観点、三つ目の再エネの市場統合等を高付加価値化の観点、こ

れらのアプローチで再エネの大量導入、主力電源化と安定供給の実現、地域に根差した信頼

される再エネ事業推進を目指していきたいと考えております。 

 ７ページをお願いいたします。ここからは再エネのさらなる大量導入、主力電源化に向け

た課題と施策案となります。先ほどの三つのアプローチに沿って、その幾つかを提案させて

いただきます。まず一つ目の再エネを増やすに関しましては、再エネ適地の拡大と地域の理

解をいかに得られるか。さらにはペロブスカイトなど新しい技術の導入という課題が挙げ

られます。そのための施策案として、まず①地域共生を推進させるための再エネへの理解の

強化。②自治体等への導入インセンティブの付与などが必要と考えます。そして③農地をエ
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ネルギーを作り出すフィールドとして捉え、営農型太陽光の促進が必要と考えます。 

 また、洋上風力発電の導入推進のためには、④漁業者との共生の推進。⑤ＥＥＺへの拡張

も見据えた野心的な導入目標の明示と案件の大規模化。また、海底送電網の効率的な整備を

推進していただきたいと思います。 

 8 ページをお願いいたします。二つ目の再エネを減らさないに関しましては、再エネ出力

制御の抑制とＦＩＴ／ＦＩＰ期間終了後の事業撤退をいかに防ぐかという課題が挙げられ

ます。そのための施策案として、出力制限の低減に向けては、⑥需要の昼間へのシフトを促

進させるための施策の強化。⑦蓄電池を活用した供給側のシフトを促進させるために、蓄電

池の野心的な導入目標を設定いただき、その活用を推進させるための環境整備を進めてい

くべきだと考えます。また、2032 年より急増するであろう卒ＦＩＴ案件の事業撤退防止の

観点からは、⑧事業集約の促進に向け、既に検討が開始されている適正事業者への集約推進

に向けた環境整備を、官民一体で進めていくべきと考えます。 

 ９ページをお願いいたします。三つ目の再エネの市場統合と高付加価値化に関しまして

は、ＦＩＰ転や蓄電池導入の促進、再エネの価値を適切に評価するシステムの構築が挙げら

れます。その施策案として、再エネの市場統合の促進としましては、⑨ＦＩＰ転促進に向け

たＦＩＰ制度の改善。⑩再エネ事業者が蓄電池を活用し、発電事業時間帯をシフトさせるな

どの行動変容を促進させる仕組みの検討が必要と考えます。最後に、再エネの高付加価値化

の追求として、⑪リアルタイムで再エネ 100％の供給を目指すような需要家の高度なニーズ

に応えるための、再エネの時間価値の取引や地域や周辺自然環境との共生度合いといった、

質的な価値を積極的に評価していただけるシステムの導入が必要と考えます。 

 ＲＥＡＳＰからの発表については、以上でございます。ＲＥＡＳＰでは、今後も安価でク

リーンな再エネ電力供給を目指し、主力電源化に向けた活動を継続してまいりたいと考え

ております。ご清聴ありがとうございました。 

○隅分科会長 

 池内代表理事、ありがとうございました。 

 それでは、ここから質疑の時間に移ります。委員の方々から、まず最初に６人の方からい

ろいろご意見、ご質問を受けまして、それぞれにつきまして各団体のほうから、簡単にご回

答いただくという形でやってまいります。 

 委員の方は、ご質問あるいはご意見がある場合には、ちょっと短くて恐縮でございますけ

れども、１人２分半以内で、それを目安とさせていただきますので、よろしくお願いをいた

します。ご質問の場合には、どの団体への質問かということも明確にしていただきたいと思

います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。それでは、寺澤委員お願いいたします。 

○寺澤委員 

 ありがとうございます。まず、皆様に質問ですけれども、今日はどうしても印象としては、

政府に対する要望が中心だったのですけれども、当たり前のことだと思いますけれど、やは
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り産業界が主導的にやらなきゃいけないということは当然のことだと思います。その上で

それぞれの業界がこれまでの取組について、自らどう評価しているのか。その評価を踏まえ

てどう取組を強化するのか。これについて踏み込んだご説明をお願いしたいと思います。 

 また、リスクゼロならいいのですけれども、やはりリスクはゼロにならない中で、リスク

を取って積極的に投資する。そうした決意と確保というのを、ぜひこの場で皆様から示して

いただきたいなと思います。 

 次に具体的に質問になりますけれども、林会長、ＬＮＧの長期契約は本当に重要だと思う

のですけれども、このために政策的に何が必要なのか。そしてヨーロッパを見ると、民間企

業はＬＮＧ争奪戦の中でどんどん長期契約を結んでいるわけです。ヨーロッパは民間企業

が長期契約を結んでいるのに対し、日本の電力業界は、ＬＮＧの長期調達について自らどう

取り組むのか、ぜひ教えていただきたいと思います。 

 あと原子力はとても重要です。当たり前のことですけれど、原子力立地は地元の理解が必

要だと。原子力のメリットを地元に還元することも重要だと。これについて電力業界として

どう取り組むのか。具体的には、例えば原発のそばに立地する企業に対してＰＰＡで安く電

力供給するというような発想もあると思うんですけれども、そういう考えが電力業界にあ

るのか。もし難しいとしたら、何がネックになっているのか。そこを教えていただきたいと

思います。 

 木藤会長、今日お話あったようにジェット燃料の不足というニュースには驚きました。こ

れから脱化石燃料をする中で、こういうことが増えていくのではないかという懸念もある

のですけれども、政策的にどういう対応が必要なのか。業界として、こういう課題にどう取

り組むのか教えていただきたいと思います。 

 最後に、池内代表に二つです。洋上風力に対する期待ということで、特に浮体式について、

日本は遠浅の海域が少ないので、期待されています。一方でコストは高い、技術的に難しい

のではないかという指摘もあるのですけれども、こういう課題を乗り越えていくために、政

策的に何が必要なのか。業界としてどう取り組むのか。それからもう一つ、化石燃料の利用

は国富の流出ということだったのですけれども、今の再エネについても、ソーラーパネルも、

風力タービンも、専ら輸入に頼っていると、こういう状況を業界としてどう捉えて、どう取

り組むのか、これについて教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 続きまして、オンラインでご参加の工藤委員、お願いいたします。 

○工藤委員 

 聞こえますでしょうか。本日はオンラインのほうから失礼させていただいております。 

 各業界団体の皆様からのプレゼン、誠にありがとうございました。電事連様、日本ガス協

会様、石油連盟様に対して、質問とコメントをさせていただきます。 

 まず、電事連様からの原子力のご説明についてなのですが、民間企業として原子力事業に
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取り組んでいく上で、投資回収予見性の不足等が問題となる点、ご指摘のとおりだと思いま

す。ご指摘がございました資金調達環境の悪化につきましても、投資回収予見性の不足が要

因の一つとして挙げられると認識しております。原子力の活用に向けては、バックフィット

やバックエンドコストも含めた投資回収予見性を高めつつ、事業者が取れるオプションを

拡大していく必要があると考えておりますほか、政府による信用補完など、事業のダウンサ

イドケースやワーストケースも勘案してファイナンスを円滑化する施策の検討も必要かと

思いますので、以前も分科会でも申し上げた内容ではございますが、改めてコメントをさせ

ていただきます。 

 次に、日本ガス協会様への質問です。今もお話ありましたが、ＬＮＧの安定調達に向けて

長期契約が重要である点について、ご指摘のとおりだと思っております。現在の環境におい

て、事業者が長期契約を締結する上でどのような施策や打ち手が必要となるか、具体的なお

考えがございましたら、ぜひご教示いただければと存じます。 

 最後に、石油連盟様への質問です。石油は運用部門において、エネルギーの大部分を担っ

ておりますほか、今日もお話がありました、緊急時の最後の砦としての重要性も大変高いと

認識しております。そのため、ご説明にも全石連様からもございましたけれども、精製能力

やサプライチェーンの維持というのは、大変重要と考えておりますが、長期的に需要が減少

する中で、官民それぞれどのような取組が必要となるのか、具体的なお考えがございました

ら、ぜひご教示いただければと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○隅分科会長 

 工藤委員、ありがとうございました。続いて、オンラインでご参加の河野委員、お願いい

たします。 

○河野委員 

 河野でございます。ご説明ありがとうございました。 

 エネルギー供給を担ってくださっている５団体の皆様にとっては、エネ基の内容が今後

の業界全体の方向性や個々の事業者の経営戦略を左右するものであることから、時代の動

向を読んだ変革への挑戦意欲が強いプレゼンをされた団体様、それから既存の構造に依拠

した、変革にやや消極的なプレゼンをされた団体様など、各業界の特性が感じられる内容だ

ったというふうに思っております。 

 これまでも、低炭素社会実行計画等にのっとって、脱炭素の取組を進めてきた皆様でござ

いますから、今のこの時点において、2050 カーボンニュートラルの公約や GX2040 の公表に

よって、今後はより実効性のある取組等、手応えのある結果を求められる状況になっており、

本当に各業界の皆様の一層のご尽力に期待するところでございます。その上で、電事連様と

それからＲＥＡＳＰ様に質問させていただきます。 

 電事連様は、ご説明の中で脱炭素燃料、水素・アンモニア・バイオマスを混焼する火力発

電をトランジション電源とする。それから、ヒートポンプ技術による大気熱を、再生可能エ
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ネルギーとして位置づけるなど、脱炭素化に軸足を置いた見せ方にすることで、業界として

は何を訴えたいと考えてらっしゃるのか教えてください。 

 それから、ＲＥＡＳＰ様に質問ですけれども、日本の再エネ活用への動機の大きな部分は、

東日本大震災での原発事故への反省と反動からで、化石燃料の使用を控えて、脱炭素を実現

する手段としての再エネへの理解や賛同は、それほど進んでいないのではないかというふ

うに受け止めています。再エネにもいろいろありまして、原燃料ごとの課題もそれぞれだと

思いますが、本日のプレゼンで何度も伺いました安価でクリーンであるということを、社会

や地域それから消費者とのコミュニケーションをとるときに、留意していらっしゃること

をお聞かせいただければと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○隅分科会長 

 河野委員、ありがとうございました。それでは、リアルで参加の伊藤委員、お願いいたし

ます。 

○伊藤委員 

 ご説明ありがとうございました。伊藤でございます。 

 本当に今の異常気象とか体感的に考えても、どれだけ我々が深刻に今の気候変動を受け

止めなければいけないという大前提の中で、2040 年、2050 年というのがあるんだと思うの

ですけれども、今日ご説明いただいた中で、その中で地球規模でいい環境をつくっていく中

で、各国の戦略があって、その国を支えるのはそれぞれの国民でも、国民の上には産業界が

あるので、日本でいうと日本の産業界がしっかりと成長し続けるという大前提の中で、エネ

ルギー政策はあると思うのですが、これは電気事業連合会さんと日本ガス協会さんと石油

連盟さんに質問なのですが、その中で皆さんはやはり、それぞれちょっと立場は違うわけで

すよね。エネルギーに関わってはいるけれども、立場は違う。皆さんそれぞれＳ＋３Ｅであ

ったり、不確実性だからこそ、対応をどうしていくかというお話をされていたんですけれど、

その３部門で連携しながらイノベーションとか、目的は一緒なので、もちろんプロセスは違

うかもしれないですけれど、何か事業性の高い何かを、今後検討する予定はあるのかないの

か、その辺があれば教えていただければと思っています。 

 以上です。ありがとうございます。 

○隅分科会長 

 伊藤委員、ありがとうございました。では、オンラインで参加の黒﨑委員、お願いいたし

ます。 

○黒﨑委員 

 ありがとうございます。黒﨑です。私のほうからは質問ではなくて、コメントを３点させ

ていただきます。 

 まず一つが、次世代燃料とかＣＣＳの話を聞かせていただきました。これは技術的にはハ

ードル高いと思うんですけれども、これからそれを超えていくということは非常に大事な
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んだというふうに思っているのですけれども、こういった技術を実現したときに、いつどこ

でこういったものを使っていくのかという、その考えが非常に大事なのではないかなとい

うふうに思っています。 

 といいますのは、こういった技術、いずれも途中でエネルギー変換をするような技術です

ので、当然エネルギー変換すると、その分効率が落ちていく。効率が落ちても、それでも使

うんだという、そういうものでなければいけないと思っています。なので、このときこの場

面だと、この技術が効いてくるんだというような、そういうところをうまく見極めて使って

いくということが大事なのではないかなというふうに思っています。これが一つ目のコメ

ントです。 

 二つ目のコメントが、ガス協会様の資料と石油連盟様の資料の、それぞれ８枚目と６枚目

だと思うんですけれども、次世代燃料を作っていくルートが示されていました。これらのい

ずれも出発点は、電気で、水を分解して水素を作るという、そういうところがスタートにな

っています。その水素でもって合成メタンやアンモニアを作っていく。もしそうであるなら

ば、少なくとも最初の電力は当然、カーボンフリー電力であることが必須だと思います。そ

うなると、これから脱炭素電源になる再エネとか原子力にかかる期待は、ますます大きくな

るんじゃないかなというふうに思いました。これが二つ目のコメントです。 

 三つ目なのですけれども、これはＳＳの話がありました。私、大学の人間なのですけれど、

原子力をずっとしていましたので、非常に共感を持ちました。といいますのは、プレゼンの

中で石油が悪者であるとか、あと将来性がないとか、人材不足であるとか、そういった話が

ありまして、実はちょっと前の原子力も同じようなことを言われていたわけです。私は、石

油も、原子力も、再エネも、石炭も、ガスも、どれも大切だと思っています。二者択一で何

かをゼロにしてというようなものではないと思っていまして、といいますのは、やはり国と

して、多様性がある、いろんな手持ちの武器があるというのが、非常に強みだと思っていま

すので、ただ、カーボンニュートラルという目標を達成するために、うまく強弱をつけでい

く話なのかなというふうに思った次第です。 

 私のほうからは、以上です。 

○隅分科会長 

 黒﨑委員、ありがとうございました。それでは、オンライン参加の村上委員、お願いいた

します。 

○村上委員 

 各団体様からのご説明、どうもありがとうございました。また、電力及び石油業界の災害

対応におけるご尽力には、心から感謝を申し上げます。私からは、電気事業連合会様と日本

ガス協会様及び石油連盟様に質問させていただきます。 

 まず、電事連様にですが、原子力に関してです。バックエンドには多額のコストがかかっ

て、民間負担は困難というご説明がありました。これに関しては、一方で、安い電力が大量

に必要だから原子力の必要性があるということをずっと主張されてきていると思うのです
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が、この間に矛盾があるように感じます。その点についてはどうご説明されますでしょうか。 

 それから、日本ガス協会さんと石油連盟さんには、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅそれから合成燃料

についてのご説明があったかと思います。これらの次世代燃料に関しては、水素だけではな

くＣＯ２の由来も重要だというふうに考えております。水素はグリーン水素が望ましいこ

とはもちろんですけれども、ＣＯ２についても欧州では、ＤＡＣもしくはバイオ燃料から回

収したＣＯ２でなければクリーンな自動車燃料としては認められないというふうに聞いて

います。両団体共、化石エネルギー由来の工場から回収されたＣＯ２を当面、想定されてい

るようですけれども、その方針では有効な気候変動対策にならないのではないかというふ

うに心配しています。この点いかがお考えか、お伺いできればと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○隅分科会長 

 村上委員、ありがとうございました。もう一方、ご質問を受けたいと思います。高村委員、

お願いいたします。 

○高村委員 

 ありがとうございます。いずれの団体も、50 年カーボンニュートラルに向けて、それに

対応した現在の事業の転換を試みて、同時に本日どういう課題があるかということについ

てもご報告をいただいたと思います。 

 これも以前から大臣もおっしゃっていますし、エネルギーコストの低下、経済性、それか

らエネルギーの安全保障、安定供給、これはまさに産業競争力の源泉であり、基盤であるわ

けですけれども、本日ＲＥＡＳＰさんも、いろいろな需要家の例を出していただいておりま

すけれども、いかに排出をしないエネルギーシステムにしていくかというのが、同時に、産

業競争力の源泉としても重要になっていると思います。その上で徹底した省エネが必要だ

とか、あるいは既存の脱炭素、低炭素の電源エネルギーを活用していくというところは、ど

の団体も異論がないというふうに拝見をいたしました。需要家の対応を見ても、可能なとこ

ろを低排出の電源、あるいはエネルギー源、例えば石炭からガスへの転換を含めて、なさっ

ていると思うんですけれども、同時に、やはり今すぐゼロエミッションできないところの技

術開発革新が課題になっているというご指摘をいただいたと思います。 

 さっき黒﨑委員からも、同趣旨だと理解しましたけれども、やはりコストの点でも、それ

から場合によってエネルギーペナルティ、エネルギー効率の観点からも、新たな技術に伴う

課題というのもあると思っていまして、全てをお答えいただけないかと思いますが、例えば、

ガス協会さんのｅ－ｍｅｔｈａｎｅ、スライドでもご紹介ありました。それから石油連盟さ

んのカーボンニュートラル燃料はＳＡＦ。これらの技術開発については今ＧＩ基金などで

国も支援をしていると思うんですが、しかし、やはりコストの見通し、あるいは提言、それ

から先ほどありましたエネルギーペナルティ、エネルギー効率の観点からすると、今すぐゼ

ロエミッションできない分野というものを、集中的にそこにそうした技術を当てていくと

いうところに、この技術の価値も出てくるように思っております。 
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 その上で、エネルギー安全保障の観点からいくと、できるだけ国内産、国内で作っていく

サプライチェーンもできればということが重要だと思うんですが、コストの低減、あるいは

こうした国内化、国産化を考えたときに、例えばｅ－ｍｅｔｈａｎｅやカーボンニュートラ

ル燃料、ＳＡＦといったような新しい技術の課題、それから、そこにどういう支援が必要か、

もし追加的にご説明いただければありがたいと思っております。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 高村委員、ありがとうございました。 

 ただいま委員の方々からご質問等ございましたけれども、各団体から、手短にご回答いた

だければと思っておりますので、誠に申し訳ありません。２分半ぐらいでお答えいただける

とは思いませんけれども、お答えいただければと思います。 

 それでは順番は、電気事業連合会から、林会長、お願いできますでしょうか。 

○林電気事業連合会会長 

 たくさんのご意見ありがとうございました。どのご意見も核心だと思います。 

 まず初めに、寺澤委員から、お前ら甘いじゃないか、リスク取らずにおねだりばかりして

と、こういうご意見だったと思いますが、今回は我々の課題を述べさせていただきましたの

で、そういうふうに受け止められたのかもしれませんが、実は我々もリスクを取ること、

日々リスクを取って新しくやるということの毎日であります。例えば、中部電力ですけれど

も、ＪＥＲＡでアンモニアの混焼を成功させましたし、あるいは関西電力がもう７基、原子

力を再稼働されています。この間には、私も公表されている財務諸表を見させていただきま

したが、非常に苦しい中で、投資に回して、非常に苦しい財務環境を克服されたと思ってお

ります。 

 そういったことから、ちょっと切りがないんですけれども、日々リスクをたくさん取って、

世の中のため、お客様のためになることを一番の生きがいとしてやっておりますので、また

機会があればご説明させていただきます。 

 その上で、さらに 2050 年に向けて何ができるか、何をやらなきゃいけないか、課題が山

積しております。需要が伸びています。それから、それに対して安定供給の要望が日に日に

強くなっております。安全保障の観点も出てきました。また燃料価格も高騰しました。それ

らに加えカーボンニュートラルと、いろんな課題が噴出しておりますので、これからの経営

環境というのは、私は非常に楽しいですけれども、一方で難しいとも思っておりますので、

おねだりはしましたけれども、政策と我々のアイデア、それから力を一緒になってやってい

きたいと考えておりますので、初めにそれだけ説明させていただきます。 

 一つ目は、ＬＮＧの長期契約についての話であります。おっしゃるとおり、まずＬＮＧの

調達につきましては、各社の燃料調達戦略に基づくものでありますので、一般論としてお話

をさせていただきます。我々はまず、各社とも長期、ロングとマーケット、短期の組合せの

ポートフォリオで一番耐性の強い調達戦略を組んでおります。これまでをいいますと、ずっ
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と長期が多かったんですが、長期のデメリットがあります。それはやはり数量柔軟性だった

り、仕向地の変更もできなかったり、契約上の中の規制がありましたので、それをどう柔軟

にしていくのかということで、各社少しずつマーケットベースを増やして、ポートフォリオ

を組んでいったということになります。 

 特に将来、事業がどうなるか分からないときには、長期で固定してしまうことのリスクを

感じて、短期を増やしてきたという経緯があります。ところが、ご指摘のとおり、安全保障

だとか、エネルギーのリスク、あるいは地政学リスクが高まってきましたので、長期の契約

は再見直しに変わっております。したがいまして、今申し上げたこれまでの長期のデメリッ

トを少しでも克服して、長期安定的に調達する方向に向いております。例えば、数量の柔軟

化であります。今までは固定されたボリュームだったのを、契約上で数量の柔軟化を目指す

こと。それと、仕向地といいまして、どこのタンクに入れるのか大体決めておりましたが、

それを自由にできるような仕向地の自由度確保。できるだけ、長期でありながら自由度を持

たせることに取り組んでいると考えております。これは各社の戦略ですので、みんなでとい

うわけではありませんが、大きくはそういったことだと思います。 

 ただ、さらに長期の契約を確保するために、例えば権益の取得が必要であれば、これは業

界として、あるいは国としての役割もあるかと思いますので、みんなで一緒になってやって

いきたいと思っております。 

 二つ目、原子力の地域との関係でございます。おっしゃるとおり原子力産業というのは非

常に高度で、高いテクノロジーを駆使した最先端産業であるのと同時に、地元の皆様の合意、

信頼なくしては一歩も前に進みません。非常に、地元に根付いた産業だということが言える

と思います。したがいまして、我々は地元との関係を非常に大事にしておりまして、例えば

原子力発電所が立地することによって、立地地域のインフラ整備が進めば、それは人々の暮

らしのレベルが上がることだと思っておりますので、地域の発展と原子力の円滑な稼働と

いうのは、同義だと思っております。加えて、地域に原子力産業、これは一つの企業が地域

に根差すことで、産業立地と一緒の効果がありますので、そこでは、人・金の流動化が高ま

ります。そうすると地元の経済発展につながるという効果もあります。 

 最後に、電気料金のお話がありました。立地地域は安くすべきじゃないかとのご意見です

が、それについてはできます。今は自由化でありますので、どういったメニューでもできる

のはできますが、それは各社の判断によります。今のところそういったことがあるのかどう

か、各社回ってみないと分かりませんが、工夫次第でできることはできますが、一地域のた

めのというのはなかなか難しいところがあります。お客様全体の中で、これがいいのかどう

か。販売戦略の中で考えていくことであり、不可能ではないということだけお答えしておき

ます。 

 それから、工藤委員からですが、ファイナンスの話がありました。おっしゃるとおりであ

ります。これは努力をしていくべきで、その中の一つが、ダウンサイジングというのもあろ

うかと思います。未来の話になりますけれども、SMR では、よりそういったリスクが低減さ
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れるのではないかと考えております。 

 続きまして、河野委員から、トランジション、これは見せかけというお話がありました。

大事なのは二者択一で決め打ちして進むことの危うさを言っております。最終目標は 2050

年のＣＯ２排出ネットゼロ、これは皆さん同じ目標を持っておりますが、それに至る過程で、

先ほどから悪者論の話がありましたが、悪者論として一定の期限を区切って駄目だと決め

打ちするような単線的な政策というのは、非常にリスクが大きくなると思います。そういっ

た意味では、ロードマップを作って、できることから徐々にやる。あれかこれかではなくて、

あれもこれもできることから、あるいは投資についても、少しでも可能性のあるイノベーシ

ョンについて投資をしていく。そういった行動が必要だと思っております。それを総じてト

ランジションといいまして、徐々にできることから、みんなの力を持ってやっていくという

ことだと思っております。 

 業界で手を取ってという話がありました。これは全く私はそのとおりだと思います。競争

法上できないことは気をつけないといけませんが、こういった国の目標に対して、施策で一

緒にできることはたくさんあると思います。例えば水素の燃焼のバーナーの技術等につい

ては、ガスさんとはいろいろな技術交換をしておりますし、ＣＣＳについても一緒にやって

いく余地は十分あると思います。いろいろこれは大きな国策としての目標ということであ

れば、一緒にできることがあると思います。再エネについても、先ほど聞いておりましたが、

うちの会社とほとんど同じような課題認識を持っておられますので、一緒にやるというこ

とは十分にある、競争の中でできることもあると私は考えております。 

 それとバックエンドのコストの話がありました。確かにコストの上振れが、今たくさん起

こっております。ただ、問題なのは、非常に巨額なコストが不確実であるということ。これ

からさらに増えるかもしれないと、この不確実性が問題でありまして、今例えば原子力のコ

ストが確定して、それを皆さんで高稼働で運転をすれば、それなりの競争力になって、経済

性のあるエネルギーをお届けすることができます。問題はバックフィットも含めて、不確実

性にあると思いますので、結構大きな金額が、不確実性の塊であるということ、ここに原子

力の大きな課題があると思います。さらにバックエンドにつきましては、非常に超長期、し

かも不確実でありますので、そこを解消すれば、経済性の問題というのは、ほかの問題とも

クリアできるものではないかと考えております。 

 以上、回答申し上げました。 

○隅分科会長 

 林会長、ありがとうございました。それでは、ガス協会内田会長、お願いします。 

○内田日本ガス協会会長 

 ２分半ですね。言葉足らずになると思いますが、ご回答申し上げます。 

 まずは本気でやる気があるのかということかと思います。今までの取組の評価という意

味では、私ども、東京電力さんと一緒になってですけれども、LNG を導入したのは世界で初

めてでございます。ですから、この今回のｅ－ｍｅｔｈａｎｅについても、世界で初めて商
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用化したいと思って取り組んでいると。ですからその本気度はそこで分かっていただける

のではないかと思います。 

 また、省エネ商材についても、例えばエネファームという家庭用燃料電池は、これも世界

で初めての商材でございます。水素を使った商材なんです。といったこともございますので、

本気であるということを申し上げたい。それから、リスクを取って投資しなさいということ

についても、先ほどちょっと申し上げました、できれば来年、アメリカでのｅ－ｍｅｔｈａ

ｎｅ製造についてのＦＩＤをやりたいと先ほど申し上げました。ということでございます。 

 ２番目に、ＬＮＧの長期契約について打ち手は何があるのかということです。これも先ほ

ど申し上げました。ＬＮＧというのは戦略物資であって、これからもずっと日本が必要とす

る燃料なんだと、原料なんだということをぜひ発信していただきたいというふうに思って

います。実は、カタールの話をしますと、日本はもうＬＮＧ要らないんだな、だからうちか

ら売ってやる必要ないんだなというような声が、実は聞こえてきたりしています。これは第

６次のエネ基が発表された後から、我々そういうふうに聞きます。ですので、日本としてＬ

ＮＧが必要なんだということを発信していただきたいというのが、先ほど来申し上げてい

るとおりです。 

 その上で、我々は、柔軟性ということがありました。仕向地を自由にする、これはヨーロ

ッパでは仕向地を自由にしないというのは、これは法的に違反であるというようなことで、

この契約を変えさせるということを国がやってくれたりしているところもございます。仕

向地が自由になれば、長契を取っても、要らなくなったものは別の国に売るというようなこ

ともできるわけですから、そういう意味で、長契を取るリスクを減らすということができま

す。量的な下方柔軟性を拡大する。つまり要らなくなったときに、それを取らなくていいと

いうことにすると、今はＴａｋｅ ｏｒ Ｐａｙで、取らないんだったらその分お金を払い

なさいという契約になっていますから、それをなくすということは、非常に大きな打ち手に

なります。そうすると長契を取ることができます。また、長契の玉を増やすということにつ

いては、ファイナンスをつけていただくということになります。これは今は長期的にも要ら

ないということであれば、金融機関がファイナンスをつけないという事態が生じますので、

それについても必要だというメッセージが発せられれば、この長期のプロジェクトに対し

てプロジェクトファイナンスがつくということが期待できます。 

 ３点目、３部門間の連携でイノベーションしないのか、これは先ほど電事連の林会長がお

っしゃいました。ＬＮＧも、例えば洋上風力も、蓄電池も、水素も、バイオ燃料も、いろん

なところで、部分的にではありますけれども、今提携しながら進めているところでございま

す。ｅ－ｍｅｔｈａｎｅを作るに当たって排気ガスからＣＯ２を取ってきちゃ駄目じゃな

いかと。私どもも化石燃料由来のＣＯ２とバイオマスＤＡＣ由来のＣＯ２を区別されるべ

きという、そういう主張があるのはよく承知しております。しておりますが、ちょうど水素

においてグリーンとブルー、ピンク、ターコイズ、グレー、いろんな水素の作り方によって

色がついているとおり、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅについても、当初は、やはり経済性を重視する
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ならば、産業用の排気を直接回収して利用するということが足元では必要なのではないか

と思っております。いずれＤＡＣで回収すると、この技術開発も進めていければと思ってい

ます。 

 それから、国内でｅ－ｍｅｔｈａｎｅを作れないのかというご質問ありました。国内でも

作れます。ただし、大規模に作るためには、安価な再生可能電源が必要です。我々が海外で

作ろうとしているときに、再生可能電源の価格はｋＷｈ当たり 2 円を目指しています。２円

の電源を取ってきて水素を作るということですので、それが日本では今難しいというふう

に思います。また、大量に作るという面でも非常に難しいところがあります。ただ、これも

先ほど申し上げました、ある産業によっては、自分のところで出てきたＣＯ２と、それから

周りの再生可能電源とを組み合わせてｅ－ｍｅｔｈａｎｅを作りたいという需要家の方々

もいらっしゃるということですので、そういった小規模、中規模のｅ－ｍｅｔｈａｎｅ製造

というものがこれから進んでいくと思います。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 内田会長、ありがとうございました。それでは、石連、木藤会長、お願いいたします。 

○木藤石油連盟会長 

 いろいろご指摘、ご質問ありがとうございました。ちょっと多岐にわたっておりますので、

個別にお答えするのはなかなか難しいので、まず石油産業としての社会的使命、基盤、既存

に関するご質問と、それから将来に向けたエネルギートランジションへのチャレンジとい

う、二つに分けてお話を簡単にしたいと思います。 

 まず、基盤のエネルギーという点でいただいたご質問、幾つかありましたけれども、直近

ではジェット燃料の問題がございました。ご心配をおかけしましたけれども、今解消してい

く方向で進めております。このジェット燃料の問題といいますのは、既存の、全日空さん、

日航さんに関しては、かなり前から計画的に運行計画をお出しいただいて、それに対して

我々は供給をつけるということでやっておりますので、ここに対しての支障はございませ

ん。しかしながら、コロナ禍以降、回復の中で急激に増えてきたインバウンド需要、これに

対して、いわゆるスポットの外航エアラインに対しての急激な対応という点で、なかなか十

分にできなかったと。これが今回の大きな問題だったわけですけれども。そういう意味では、

内航船の問題から調達、製造、そして物流、あるいは安全確認のための検査、供給、給油と

いった、いわゆるサプライチェーンを改めて確認をいたしております。そういう形の中で、

ジェット燃料の需要というのが、石油の需要が人口減少とともに漸減していく中で、ジェッ

トの需要はどうも伸びそうだという、大変ありがたい動向を踏まえまして、この供給体制を

しっかり中長期で見直していきたいと思います。つまり、具体的にはジェットの得率を上げ

るでありますとか、あるいは場合によっては輸入だとか、様々な手段でジェット燃料の安定

確保。そして申し上げたようなサプライチェーンにおいて、いわゆる予見性を高めていただ

くことによって、航空会社との事前の計画の共有化をしっかりやりながら、空港ごとにどう
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いった受入を行っていくのかということを、計画をしっかり把握しながら、しっかり対応す

るということで対応できるんじゃないか、こういうふうに考えます。 

 また、既存の対応の中で、有事の対応という点について何人かの方にご指摘いただきまし

たけれども、これはご説明いたしました。あるいは全石連さんからも説明がありましたとお

り、まず今、人々の生活、国民の皆様の生活にとって、あるいは社会活動にとって、不可欠

なこの石油というものを、平時、有事問わず、安定供給するというのが我々の寄って立つと

ころの使命でございますので、これはもうしっかり果たしていきたいと思います。具体的に

は備蓄の問題。先ほども少し触れました。原油だけではなくて、製品の備蓄の在り方という

ものも、今政府と検討させていただいているわけでございます。あるいは、もう少し具体的

なところでいけば、先ほど能登半島地震の話もありましたけれども、各地域における油槽所

機能の強靭化でありますとか、あるいは各社の枠を超えた融通、また全石連さんの現場の販

売業者の皆様、あるいはＳＳのタンクの活用、様々な角度で、有事の対応について検討して

いくと。これほどまでに自然災害が多発いたしますので、この辺はしっかり取り組んでいく

ということを申し上げておきたいと思います。 

 そして、エネルギートランジションに関して、ざっくりとしたお話を申し上げたいと思い

ますが、化石燃料を中心とした非常に大量のエネルギー、そして安価なエネルギー、また便

利なエネルギー、運べるエネルギー、有事への対応もできる。このエネルギーをカーボンニ

ュートラル社会の実現に向けて、新たなものに変えていこうというチャレンジであります。

これはもう 2050 年、政府が示していただいているようなカーボンニュートラルの実現に向

けて、とにかく進めていくという強い決意は変わりません。それに対して様々なアプローチ

をしているということであります。最終的には先ほどもございましたように、合成燃料とい

ったような形の中で、内燃機関を生かしていくための液体燃料に移行していきたいと思っ

ておりますけれども、その過渡期においては、やはりバイオ由来のバイオエタノール、ある

いはｅ－ｍｅｔｈａｎｏｌといったようなものを活用しながら、いきなりＣＯ２排出ゼロ

にはなりませんけれども、低炭素ソリューションを施しながら、ＣＯ２の排出削減を行い、

最終的にはカーボンニュートラルを目指していくと、こういう中での時間軸を見誤らない

形で歩を進めていくというところに対してのご理解をいただきたいと思います。 

 そして最後に、このトランジションには、どうしてもやはりコストがかかる、投資もかか

るといったことを、やはり幅広くご理解をいただきながら、需要家の皆様、ひいては国民の

理解をいただきながら共に進めていく。需要がどういうタイミングでどう変わっていくか

によって、我々供給事業者はしっかりそれに遅れることなく対応していくということを申

し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 木藤会長、ありがとうございました。それでは、全石連の出光副会長、お願いいたします。 

○出光全国石油商業組合連合会副会長 
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 私もしゃべっていいんですね。ありがとうございます。 

 まず、先ほど変革に消極的だというようなご意見をいただいて、多分私のことではないか

と思うんですけれども、あえてそういう発言を今日させていただこうと思って準備をしま

した。３年前の議事録を読ませていただいたんですけれども、エネルギー基本計画というよ

りも、カーボンニュートラル基本計画という感じの印象を非常に受けました。１次エネルギ

ーの４割弱を占めている石油の議論がないというのは、やっぱりちょっと問題があるだろ

うと。しっかり言う必要が、誰かが言う必要があるだろうと。このままいくと開発されない、

輸入されない、精製できない、ＳＳがないということになりかねないという、非常に危機感

を覚えましたので、あえてそこのところを強調して言わせていただきましたので、決してカ

ーボンニュートラルに後ろ向きだとか、変革に後ろ向きだということではないということ

だけはご理解いただきたいというふうに思います。 

 変革のところにつきましては、そういうことでいろんな国の政策もあって、燃料の需要は

どんどん減少しておりますので、今、中小企業庁から補助金もいただいておりますけれども、

それぞれ多角化に注力をしております。例えば車検や整備、板金などのカーケアサービスを

強化したり、新車や中古車の販売、カーリース、カーシェア、レンタカーなど自動車関連サ

ービスを充実させる。コンビニやコインランドリー等の併設で、ＳＳを多機能化させる。あ

るいはＥＶ充電、あるいは水素充填設備の設置で、総合エネルギー拠点化を図る。あるいは

もう自らバイオマス発電所をやられているようなところも少し出てきました。今日おいで

の出光興産の木藤社長含め、各元売様から各系列の販売事業者に向けて、様々な販売施策、

支援する場のご提供をいただいております。非常に感謝をしております。 

 一生懸命これからも取り組んでまいりますし、何もかも環境のせいにするつもりは全く

ございません。自助努力が前提だと思っておりますが、何よりも最初にお話ししたように、

小規模事業者が７割を占める業界で、そんなに経営資源が豊富ではないという前提のもと

で主力商品を奪われつつある中で、それをカバーするのは相当にハードルが高いテーマを

与えられているということだけはご理解をいただきまして、我々これからも努力を続けて

まいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 出光副会長、ありがとうございました。それでは、再生エネルギーの池内さん、お願いい

たします。 

○池内再生可能エネルギー長期安定電源推進協会代表理事 

 それでは、寺澤委員からご質問いただきましたリスクを取ってというところであります

けれども、ＲＥＡＳＰとしては、これまでの取組という点では、先ほどプレゼンでもお話し

したとおり、良い再エネの普及拡大というようなことに向けた活動を行っております。また、

リスクというところは、再エネはいわゆる市場統合の波にさらされていまして、再エネ事業

者自身が意識を高めて、リスクを取りつつも行動を変容していかないといけないと思って
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おりますし、実際変容してきていると思っております。皆さんよくご案内の洋上風力の入札

なんかを見ましても、各社自前で相当なコストをかけて入札に臨んでおるわけでありまし

て、そこは確実に変わってきていると思っております。 

 さらに、今後は安定供給といった面でもより高い意識を持って発電事業者として事業に

臨んでいかないといけないと思っていまして、ＲＥＡＳＰとしては、こういった事業者をリ

ードすべく、責任を持って取り組んでまいりたいと思っております。 

 それから、浮体式のコストといったところの政策的な取組ということでご質問をいただ

きましたが、コスト削減は、当然、今後重要な課題だと思っています。またＥＥＺの活用も

含めて、風況のよい沖合エリアでの事業展開。それから１海域当たりの規模の拡大による規

模の経済の追求、さらには複数の海域での送電ケーブルの共有等々の取組の中で、一定の削

減、効率の向上といったようなことは可能だというふうに思います。 

 また、そのほかにも事業者の補償でありますとか、どういう方がその権利を持っているか

ということを特定していく、こういった面でも政策的なサポートが必要ではないかと思っ

ております。前段の国内のサプライチェーンの形成については、非常に重要なポイントであ

りまして、そのためにも、野心的な導入目標、あるいは規模の拡大を目指していければと考

えております。 

 それから、寺澤委員からの３点目のご質問で、太陽光パネルやタービンも国産ではないで

はないかというお話でございますけれども、例えば太陽光パネルにおきましては、パネルの

費用というのはごく一部でありまして、全体の工事費の３割とか、そういった水準かなとい

うふうには思います。それ以外に、地元の事業者に工事の費用というものが落ちていくとい

うことで、そういった意味では、地域に貢献しているという効果は大きいのではないかと思

います。 

 また、先ほどの浮体式も同様ですけれども、いかに今後、国内のサプライチェーンを作っ

ていくか、サプライチェーンを持ってくるかというのは非常に大事なポイントであると思

っています。蓄電池、ペロブスカイト、浮体式の洋上風力、いずれもこれから大きな可能性

を持った技術でありまして、積極的な導入目標の設定、あるいはサプライチェーンの形成に

ぜひご支援を賜りたいというふうに思います。 

 それから、河野委員から再エネ導入に関わる理解が進んでいない、どういうことに留意を

してコミュニケーションをしているかというようなお話をいただきました。供給サイドと

需要者サイド、両方あると思っておりますが、需要者サイドで言うと、やはり先ほど RE100

の企業というようなことを申し上げましたけれども、外資を中心に再エネでなければいけ

ないという人というのは、やはり世の中多いと。やはり公的なセクターも含めて、国内の企

業から、より大きなところからその再エネの必要性みたいなことの流れを作っていく必要

性があるかなと思っています。そしてまた需要サイドという意味では、地域にどういうメリ

ットがある…失礼、供給サイドです。地域にどういうメリットがあるのかと。例えばクリー

ンな電力を地元で使う地産地消を推進したりとか、再エネの設置工事や維持管理の活動を
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通して地域にお金を落とす、地域の雇用を生み出すようなメカニズム。さらには税収が増え

ると、そういった地域での、供給サイドに立って地域にどういう還元があるかというような

ことを今後分かりやすくしていく、そういった取組が必要かなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 池内さん、ありがとうございました。 

 それでは、まだ質問されていない方がおられますので、そこに入っていきますけれども、

ちょっと時間が相当押しておりますので、誠に申し訳ないんですけれど、ぜひとも簡潔に、

手短に、ご質問、ご回答、お願いをいたします。 

 それでは、続いてご質問される方。田辺委員、どうぞ。 

○田辺委員 

 ありがとうございます。まず、電事連の林様に質問あります。 

 ヒートポンプの普及促進には賛同するんですけれども、改正省エネ法で、24 年から自然

界に存在する熱等ということで、非化石エネルギーが追加されていて、太陽熱、地熱は非化

石エネルギーと定義されているんですけれども、大気熱、地下水熱は、非化石エネルギーに

は定義されないので、報告対象外だけど任意報告が可能になっているというふうに承知を

しています。一方で、エアコンによる大気熱を再生可能エネルギーとしてしまうと、建築物

省エネ法のＢＥＩ計算に基づいて、ＺＥＢ、ＺＥＨは計算しているので、ダブルカウントで

きないので、ＢＥＩを削減するために、横軸の省エネ寄与が少なくなって、縦軸を足された

いのか、そうではないと思っていますけれど、どういうような方向で考えられているかとい

うのを伺いたいと思います。 

 それから、ガス協会の内田会長に、タイトルに我が国の産業社会の発展とあるところが大

変すばらしいなと思いました。2011 年の東日本大震災以降、私どもの分野の、例えば都市

の大規模のインフラとかでは、レジリエンス考慮してデュアルフューエルの設計を非常に

我々するようになっていまして、東京などのエネルギー密度の高いところでは、地域冷暖房

が使われています。発電電力と熱を同時に利用できるので総合効率高いのですけれども、こ

このところ、一方で、ヨーロッパ等から、新規建築物のオンサイトの化石燃料燃焼によるＣ

Ｏ２排出を、もう 2030 年以降禁止するみたいな話が出てきていています。ＳＢＴｉとかな

のですけれども、なかなかちょっと日本では難しいんですけれど、完成年がもう 2045 年以

降の東京などは都市計画とかも策定されつつあって、ｅ－ｍｅｔｈａｎｅにどのくらい期

待していていいのかというのもちょっと伺えればと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 ありがとうございました。それでは、オンライン参加の杉本委員、お願いいたします。 

○杉本委員 
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 福井県知事の杉本でございます。各団体の皆様、ご説明ありがとうございました。私から

は質問ではなくて、４点申し上げたいというふうに思っております。 

 まず１点目ですけれども、再生可能エネルギーについてでございます。再エネの導入に当

たりましては、再エネが地域と共生をして、発電設備が長期にわたって安定的に運用される

ということが重要だと思っております。福井県では再エネによる売電収入の一部を地域の

振興に充てることを条件にして、再エネ設備の導入に対する費用を事業者に支援する制度

を設けております。国も、こうした再エネ設備の設置による利益を地域に還元する仕組みを

検討することが重要だと思っております。 

 また、出力制御によって再エネが無駄にならないように、蓄電池のさらなる導入促進を図

っていくことが必要です。経済安全保障の観点から、大容量、低コストな蓄電池の開発を行

う国内企業への支援を強化しまして、国産蓄電池の普及を進めていくべきだというふうに

考えております。 

 ２点目ですけれども、原子力政策の明確化についてでございます。いつも申し上げており

ますけれども、原子力につきましては、立地地域としては、安全が最優先でございまして、

事業者の安全確保に向けた投資であるとか、人材確保を進めていくためにも、国が将来の必

要な規模とその確保に向けた道筋といった原子力の将来像を、より明確にする必要がある

と考えております。また既設炉、革新炉を問わずに、事業者が安全対策に十分な投資を行え

る事業環境を整備することが重要だと思います。 

 それから、核燃料サイクルであるとか、廃炉の円滑化といったバックエンド対策につきま

しては、先般も六ヶ所の再処理工場のさらなる遅れ、こういったこともあるわけでございま

して、次期計画に向けまして、国が講ずべき施策を具体的に示す必要があると考えていると

ころでございます。 

 ３点目ですけれども、原子力立地地域の振興についてになります。原子力政策を進める上

では、立地地域の理解と協力は不可欠ですけれども、そのためにも国や電力事業者は、実効

性のある地域振興策を実施することが重要だと思います。昨年の５月に改正されました原

子力基本法におきましては、立地地域の振興や課題解決が、国や事業者の責務として明記さ

れましたけれども、実際には地域振興を具体的にどのように進めていくかは、依然として不

明確なままとなっております。国は、立地地域の課題や要望を踏まえて、地域の振興をスピ

ード感を持って進めるべく、具体的な枠組みや財源を次の計画で示すべきだと考えており

ます。 

 ４点目ですけれども、火力発電の脱炭素化とそれに向けた水素・アンモニアの活用につい

てでございます。国は、水素・アンモニアの利活用拡大に向けまして、化石燃料との価格差

や拠点整備に対して支援をするとしておりますけれども、大規模な需要は太平洋側に偏っ

ているという状況です。福井県でも、石炭火力発電所が隣接する敦賀港を中心に、浮体式の

貯蔵タンクであるとか、パイプラインなどの受入・供給設備を備えた拠点整備を検討してい

ますけれども、日本海側は都市が点在をしておりまして、まとまった大規模な需要は存在し
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ないということでございます。 

 一方で、南海トラフ地震や首都直下地震のリスクを踏まえますと、エネルギー供給拠点を

分散することが極めて重要です。このため、国におきましては、大規模な需要のある太平洋

側だけでなくて、日本海側にも拠点を整備して、日本海側と太平洋側が相互に補完されるサ

プライチェーンが構築されるように、拠点と拠点を結ぶパイプラインなど、重要なインフラ

について、全国的な整備方針を示すべきだと考えております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○隅分科会長 

 杉本委員、ありがとうございました。それではオンラインご参加の小堀委員、お願いいた

します。 

○小堀委員 

 ありがとうございました。旭化成の小堀です。本日は五つの団体の皆様、将来のカーボン

ニュートラルに向けてＳ＋３Ｅの観点から、非常に貴重なご意見をいただいたと思います。 

 私のほうからは意見でございます。カーボンニュートラルに向けて 2050 年という期限が

あって、そこに向けた難しいイノベーション、それから研究開発にはコストかかるという視

点での議論が、どちらかといえば多くなりがちなのですが、今回のお話をお聞きして、トラ

ンジションの期間におけるカーボンニュートラルへの取組としては、既存設備を活用して、

なるべくコストを抑えた取組いうのが、非常に重要であるということを改めて認識しまし

た。 

 特に、ガス協会さんからｅ－ｍｅｔｈａｎｅのお話がございました。それから、電事連さ

んからは火力発電における水素やアンモニアの混焼というお話もございました。これらは

既存のインフラ、ガス管だとか、それから火力発電所の設備というものを使いながら、少し

でもカーボンニュートラルに近づけていくと。なるべくコストをかけないながらも、新たな

イノベーションで産業の振興とカーボンニュートラルへの取組を進めていくという、非常

に重要なポイントが指摘されていたのではないかなと思います。これらの技術、また振興は、

ＡＳＥＡＮ地域を中心にした国々への展開ということで、日本の産業の強化にもつながり、

また世界のカーボンニュートラルを、少しでも推進していく大きな貢献になるのではない

かなと思いました。 

 液体燃料についても、エネルギーの多様化の視点ではかなり重要だと思います。災害時の

リスクや地域創生の視点において、拠点の活用と今後の在り方も検討することが重要だと

感じた次第です。 

インフラの設備というのは、建設してそれで終わりではなくて、定期的なメンテナンスや

廃棄まで考える必要があるということで、既存の設備であれば、もう既にメンテナンスや廃

棄に習熟した人材がかなりいるということで、そういう意味では、そういう人材も中長期的

に活用できると思います。 

 ただ一方、原子力については、再稼働、それからこれからの新稼働も含めて、人材の確保
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という視点でしっかり対応していくことも改めて重要だなということを感じた次第です。 

 私からは、以上でございます。 

○隅分科会長 

 小堀委員、ありがとうございました。以上で、質問はよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、各団体からまたご回答をお願いしたいと思います。まず、電事連の林会長から

お願いします。ぜひ簡潔に、どうぞよろしくお願いいたします。 

○林電気事業連合会会長 

  まず、ヒートポンプの扱いでございます。高度化法において、再生可能エネルギーに大

気熱を含めていただいている一方で、総合エネルギー統計では計上していませんし、また、

今のエネ基においても再生可能エネルギー熱に大気熱は含まれていませんので、まず位置

づけをちゃんとはっきりしていただいて、あとはどうカウントするか、省エネ法でどうする

かについては、具体的にはまた検討したいと思います。もちろん、ダブルカウントになるよ

うなことがもしあれば、それは排除すべきだと思います。具体的には、法律を作るところ、

ルールをつくるところで、合理的にカウントできるような方法を模索していきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 林会長、ありがとうございました。それでは内田会長、お願いいたします。 

○内田日本ガス協会会長 

 2030 年については、都市ガス用の１％を入れるという目標を掲げておりまして、１％と

いうのは、まさに 100 分の１でございまして、それがどこの需要にも均てんするのは、ちょ

っと無理だと思います。 

 2040 年ですか。そうしますと、2050 年には水素等も含めて 100％脱炭素燃料にしたいと

思っておりますけれども、2040 年にどこまでそれがパーセンテージを上げられるかという

のは、やはりコスト次第だと思っております。そのコストを構成する要因が幾つかあるんで

すけれども、それぞれについてどこまで下げ切れるか、ちょっと正直言いまして、今はっき

りしておりません。ただ、当然のことながら１％ではなくて、10％、20％というふうに上げ

ていくわけですけれども、そうなったときにも、パイプの中を流れているガスというのは、

ｅ－ｍｅｔｈａｎｅだけ取り出して使うということはできません。したがいまして、ｅ－ｍ

ｅｔｈａｎｅそのものについては、ちゃんとクレジットをつけて販売するということにな

ると思いますので、そうすると、地冷でｅ－ｍｅｔｈａｎｅを使いたいということになると、

クレジットと一緒にお使いいただくということであれば、その量が我々が入れてくるｅ－

ｍｅｔｈａｎｅよりも多くならない限りは、お使いいただけるということになります。 

 よろしゅうございますか。 

○隅分科会長 

 石連の何かございますか、木藤さん。 
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○木藤石油連盟会長 

 いや。ご指名なかったので。 

○隅分科会長 

 全石連さん、出光さんもよろしゅうございますか。 

○出光全国石油商業組合連合会副会長 

 大丈夫です。 

○隅分科会長 

 それでは池内さん。 

○池内再生可能エネルギー長期安定電源推進協会代表理事 

 杉本委員から地域還元といったお話を頂戴いたしました。再エネの地域のメリットとい

うのを如何に示していくかというのは、これは必ずしも金銭的なものではないとは思って

おりますけれども、事業者が長期的にわたって地域と共に責任を持って事業をしていく、そ

ういった姿勢と覚悟を示してくるということが非常に重要だと思っておりますので、そう

いうことを私ども事業者団体としても、一緒に考えていきたいというふうに思ってござい

ます。 

 そして、直接的ではありませんでしたけれども、小堀委員から原発の人材みたいな話があ

りましたけれども、実は洋上風力も今後、運営管理の人材不足というのは相当深刻になると

いうことを予測しております。そういった点においても、今後、政策的なサポート等を頂戴

できればありがたいというふうには思っております。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 どうもありがとうございました。今日はエネルギー産業の各業界団体の皆様から、それぞ

れの現状や課題等、極めて率直なご意見をいただきまして、改めて厚く御礼を申し上げます。

再エネ、原子力という脱炭素電源の拡大には、多くの課題があるということを改めて理解で

きましたし、またエネルギー密度が高く、利便性の高い化石エネルギー、これをｅ－ｍｅｔ

ｈａｎｅですとか、あるいはＳＡＦといった、ｅ－ｆｕｅｌといった次世代燃料の開発によ

りまして、次の世代に利用可能な形でつなげていくと、この重要性につきましても、よく理

解できました。こうした重責を担われる各業界の皆様に対しまして、重ねて厚く御礼を申し

上げます。本当に長時間にわたりご論議いただきまして、ありがとうございました。 

 第１部につきましては、これで終了いたします。プレゼンターの方につきましては、これ

から第２部のほうには、任意でご参加、またできますので、もしよろしければそのまま参加

いただいても結構でございます。 

 どうも今日はありがとうございました。 

（ヒアリング団体 退席） 

 

 ②次世代燃料、ＣＣＵＳ、重要鉱物等について 
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○隅分科会長 

 今日は大変長時間にわたりまして、誠にご協力ありがとうございます。 

 それでは第２部に入ります。第２部では、次世代燃料、ＣＣＵＳ、重要鉱物、こういった

ことについて議論をしてまいります。 

 それでは、まず最初に事務局からお願いいたします。 

○畠山資源エネルギー庁次長 

 それでは、資料２に基づいてご説明をさせていただきたいと思います。大部でございます

ので、はしょりながらご説明させていただきたいと思います。 

 まず右下３ページでございますけれども、この脱炭素化の方向性ということで、エネルギ

ー安定供給と脱炭素両立に向けては、電化を進めること。そしてその電源を脱炭素化するこ

と。あわせて電化が困難な分野について、ここについても脱炭素化を進めていくということ

で今日取り上げる水素・アンモニア・ＣＣＳなどの活用も進めていくと、こういうことが大

きな方針でございます。 

 ５ページを開けていただければと思います。これは電力と非電力の割合ということで、最

終エネルギー消費のうち、電力は実は 27％でございまして、非電力が 73％と、大半を占め

ております。右下を見ると、産業部門は約 78％、運輸部門約 98％が非電力でございます。

こうしたことを踏まえた対応が必要です。 

 ７ページ、ご覧ください。その電力のＣＯ２排出係数ですけれども、実は日本はＧ７で一

番よくない数字でありまして、震災前と比べても、まだそこまでいってない、こういう状況

でありますので、この対応を強化していく必要があると。 

 ９ページでございます。エネルギー消費構造、日本の特徴ですけれども、産業分野の割合

が高いということでございます。次いで運輸の分野やと、こういうことになってまいります。 

 次の 10 ページをご覧ください。それから、温室効果ガス削減対策費用の面ですけれども、

対策を強化していくと、より限界削減費用が増加してまいります。対策強化に伴う負担の増

加、これも考えていく必要があるということだと思っております。 

 12 ページをご覧ください。これはエネルギーコスト高が産業競争力にどういう影響を与

えているかと。ドイツの例でございますけれども、左下をご覧いただければと思いますが、

2024 年の数値ですが、ドイツは原子力が止まっていて、それからのロシアからのガスが入

らなくなって、エネルギーコスト高になっておりますけれども、その結果、従業員 500 人以

上の企業に聞きますと、実に 51％が国内の生産量を削減するか、海外に移転をするという

ことを考えていると、こういう衝撃的な数字になっております。また、エネルギー価格の高

騰がドイツの競争力喪失につながっているという、そういう声もございます。 

 13 ページをご覧ください。ここからは非電力の割合の高い産業部門と運輸部門ですけれ

ども、まず産業部門でございます。この日本全体のＣＯ２の 4 割弱が製造業になっておりま

して、その多排出製造業、４業種、鉄、化学、紙パ、それからセメントが製造業の７割を占
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めていると、こういう状況でございます。 

 14 ページ、ＩＥＡでもこの産業部門の脱炭素化という課題にはなっておりまして、もち

ろん電化がより進む、あるいは進めるべきという意見もあり、そういうシナリオもある一方

で、ＣＣＵＳ付きの化石燃料、あるいは水素、バイオが増加するといったシナリオもあって、

シナリオごとに幅があると、こういう状況でございます。 

 15 ページをご覧ください。というか 15 ページから 19 ページ、これは多排出産業４業種

の今後のＧＸの方向性、取組を紹介したものでございます。各鉄鋼、化学、紙パ、セメント

でそれぞれ１枚ずつ付いているところでございます。 

 飛んでいただいて 20 ページをお願いいたします。運輸部門です。これは自動車が実は８

割を占めていると、こういうことでございまして、その中で、その対応ということで 22 ペ

ージをご覧いただければと思いますけれども、この多様な選択肢を追求することが、日本の

基本方針ということで、左下のところをご覧いただければと思いますけれども、電動化を進

める、あるいは水素の活用をする、あるいは燃料自体をバイオ燃料とか合成燃料をというふ

うに脱炭素化をしていくと、こういうものを組み合わせたと、こういうことでございます。 

 24 ページ、25 ページは、アメリカでのＥＶの導入の状況でございますけれども、これは

足元では原則、全体としては増加トレンドですけれども、足元ではやや減速をしていると、

こんな実態も見てとれるところでございます。 

 26 ページをお願いいたします。26 ページ、27 ページで、国際航空と国際海運について取

り上げております。国際的にはこの二つの分野は目標が合意をされておりまして、その意味

で一定の予見性が働くと、こういう分野になってございます。 

 28 ページをご覧ください。ここからが次世代燃料の具体論になってまいります。 

 29 ページですけれども、ここから次世代燃料なんですが、ほぼ全て水素が重要な役割を

果たすと、こういうことでございまして、2050 年カーボンニュートラルに向けて、世界の

水素の需要量も拡大をしていく見通しだと、こういうことになってございます。 

 30 ページ、日本での取組でございますけれども、日本は世界に先駆けて水素基本戦略と

いうのを 2017 年に策定をいたしました。2020 年にはエネルギー基本計画で、電源構成の

１％程度を水素・アンモニアとすることを目指すということにされました。その後、最近で

は 2024 年、今年の通常国会で水素社会推進法が成立をいたしました。導入量及びコストに

ついて目標を決めて進めてきているところでございまして、その導入とコストの目標はそ

の下に掲げてあるとおりでございます。 

 31 ページは、水素社会推進法の概要でございまして、そしてコストが高くて、まだイン

フラの整備も必要だというのが課題でございますので、この法律の枠組みの中で、この 32

ページ、33 ページございますけれども、32 ページは値差支援の仕組。それから 33 ページは

供給拠点を整備支援を行っていくということで、これらの取組を着実に進めていきたいと、

こういうことでございます。 

 34 ページをご覧ください。各国も実は水素につきましては、制度それから支援を組み合
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わせて後押しをしていくということで取り組んでいるという状況でございます。 

 35 ページをご覧ください。ここからそれぞれの燃料といいますか、課題それから方向性

でございます。まず、水素自体でございますけれども、これは安定供給確保を、自立可能な

大規模サプライチェーンの構築するということと、それから産業競争力強化をするという

ことを進めていく必要があります。まず、大規模なサプライチェーン構築ということで言い

ますと、この利用の拡大とコストの低減を両輪で進めていくということが大事だと思って

おりまして、先ほどの値差支援、これは３兆円規模を、ＧＸ債を使った３兆円規模の支援で

ユースケースづくりをしたたかに進めていくということが大事ですし、拠点整備の支援も

これからさらに強化をしてまいります。 

 また、水素が持つ脱炭素の価値というものをちゃんと評価した上で、ＧＸ製品の市場創造

ということで、そういう意味では、その価値がちゃんと評価されて価格にも反映されるよう

な、そんな仕組みを入れていく必要があるということかと思います。運輸面でもＦＣ商用車

の導入の促進を図ってまいります。 

 産業競争力強化ということで言いますと、水素製造、あるいは輸送、あるいは燃焼技術な

どで、日本がいかに付加価値を取っていくかということが大事でありまして、ＧＩ基金によ

る技術開発、あるいは製造設備の投資に対する支援を進めていこうというのが取組でござ

います。 

 36 ページ、これはサプライチェーンの拡大のところ、日本が技術的に強みを有する分野

で国際競争力を強化していこうと、こういう取組。 

 それから、37 ページは運輸部門の活用のイメージ、方向性であります。 

 38 ページは、アンモニアでございます。ここも水素と同じで、基本的には自立可能なサ

プライチェーンの構築と産業競争力の強化を図っていくということで、やはり利用の拡大

とコストの低減を進めるということで、値差支援もやりますし、拠点整備の支援も行います。

ＧＸ製品の市場創造、市場作りをしなきゃいけないというところも共通でございます。 

 産業競争力の強化ということでいいますと、アンモニア混焼に向けた技術開発、あるいは

燃料船、こういったところについて技術開発、それから実証を進めることで、いち早く競争

力を獲得していきたいということでございます。 

 39 ページが、実際アンモニア混焼、あるいはアンモニア専焼などの取組を整備をしてい

るというところでございます。 

 41 ページご覧ください。合成メタン・グリーンＬＰＧでございます。まず合成メタンに

つきましては、生産技術の高効率化、これを図っていく必要があると思っておりまして、グ

リーンイノベーション基金を活用し、その基盤技術を確立して、2040 年代に大量生産技術

の実現を目指してまいります。二つ目、大事なのはＣＯ２カウントルールであります。国内

それから国際でルール整備を進めることが大事でありまして、メタネーションで作ったガ

ス、これを燃やしたら、やっぱりＣＯ２が出たといってカウントされてしまっては、あまり

意味がありませんので、そこをどうルールで整理するかと、こういう話であります。 
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 それから、持続可能な投資の継続ということで、やはり規制制度と絡めてやる必要がある

と思っておりまして、高度化法あるいは託送料金での回収、こういったことも進めていくと、

こういうことでございます。 

 それから、グリーンＬＰガスにつきましては、これは災害時にも優れたエネルギーだと、

こういうことでありまして、グリーン化を進めていくというのが基本的な方向性でありま

す。 

 42 ページはメタネーションの技術開発、それから 43 ページはロードマップを示しており

ます。 

ＣＯ２カウントの話は 44 ページ、45 ページにありまして、45 ページの二つ目の丸の、ち

ょっと小さくて恐縮なのですけど、米印をご覧いただきますと、アメリカでメタネーション

のプロジェクトがございますけれども、日本に輸入して利用する際には、日本企業と米国企

業が基本合意を締結して、日本でこれを燃やしてもＣＯ２カウントをゼロとするという方

向で合意できないかということで、その検討をしているところでございます。 

それから、46 ページ、これが環境整備ということで、先ほど申し上げた高度化法による

目標設定、これは１％相当のメタネーションあるいはバイオガスを導管に注入するという

目標を掲げるということでございますし、託送料金は、そのために割高となる費用について

は託送料金の原価に含めることができるようにすると、こういう制度的な対応で後押しを

していこうと、こういう話でございます。 

 47 ページはグリーンＬＰガスの取組でございます。技術開発、それと実証、これを進め

ていくということで取組を後押ししていきたいと思っております。 

 48 ページは、バイオ燃料と合成燃料でございます。これは、使う分野としては航空分野、

自動車、それから船舶の分野が考えられるわけですけれども、まず、航空機のところからい

きますと、48 ページ左上ですけれどもＳＡＦ。これは将来的に国産もちゃんと実現してい

かなくてはいけないということだと思っておりまして、もちろん技術開発を行った上で、そ

れから大胆な先行投資支援、そしてちゃんと需要をつくるための規制あるいは制度的な措

置というのも必要だと思っております。あるいは原料の多角化、サプライチェーンの構築と

いうことも課題になってまいります。これにも取り組んでまいります。 

 自動車につきましては、バイオ燃料、それから合成燃料を使うということで、これは既存

のインフラも使えるというところのメリットがあるわけでございまして、それぞれ可能性

をきちんと追求していくということだと思っております。 

 それから、船舶については、当面はバイオディーゼルを活用して、その後、メタノールや

アンモニアを使っていくということでございまして、国際的な動向ですとか、あるいはそれ

ぞれの技術優位性を見ながら、どれをさらに進めていくのかという、こういう議論かと思っ

ております。 

 49 ページ、ご覧ください。まず、バイオ燃料については、これは原料にバイオを使うと

いうもの、バイオ燃料はですね、それから合成燃料はＣＯ２と水素を合成してつくると、こ
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ういうことでございます。メリットは、今日のご議論にもありましたけれども、既存のイン

フラが使えるということ、それから合成燃料については化石燃料と同等の高いエネルギー

密度を有するということが上げられます。 

 課題はコストでありまして、試算によればリットル当たり 300 円から 700 円だというこ

とで、これをいかに下げていくのかということが課題かと思います。 

 50 ページは合成燃料のロードマップでありまして、2030 年代前半までの商用化を目指し

ていくということで、ロードマップを改定して商用化の目標年次を早めているところであ

ります。 

 51 ページ、これはカーボンニュートラル燃料についてのＥＵでの扱いですけれども、も

ともと合成燃料には否定的だったのですけれども、今や容認に転じていると、こういう状況

でございます。 

 52 ページはＳＡＦです。今は廃食油からつくるというのが主流でございますけれども、

今後の需要に対しては、それだけではちっとも足りませんので、Ａｌｃｏｈｏｌ ｔｏ Ｊｅ

ｔと言われるアルコールからつくるもの、それから、さらにはＣＯ２、水素を合成する合成

燃料、こういったものも取り組んでいく必要があるということでございます。 

 53 ページは各国の支援の様子がありまして、それなりに支援を各国とも行っていると。 

 54 ページ、日本は、では、どうかというと、支援、それから規制、制度を組み合わせて、

先ほど申し上げましたけれども一部、ちゃんと国産もするということを含めて進めていき

たいというふうに考えております。 

 55 ページ、56 ページはバイオエタノールでございます。 

 それで、57 ページ、これはバイオエタノールから、さらに合成燃料へと進めていく、こ

れは自動車ということですけれども、そういうところのイメージを示してございます。 

 58 ページは船舶でございまして、これは燃料の非化石化をどう進めていくかということ

の方向性を示しておりまして、バイオディーゼル、メタノール、アンモニアと、先ほど申し

上げたとおり、こういう段階ごとに進めていくということかと思っております。 

 60 ページ以降は、ああ、ごめんなさい、失礼しました、59 ページ以降、ＣＣＵＳでござ

いまして、60 ページにＣＣＵＳの供給拡大の課題あるいは方向性を示してございます。2050

年時点でもＣＯ２の排出自体がゼロになっているとはなかなか思えないところもございま

すので、そういう意味では、実質カーボンニュートラルを達成する上で切り札となる可能性

がある、こういうものだと思っております。 

 課題は、やはりコスト、それから貯留適地をどう確保するかと、こういう話かと思ってお

ります。コストのほうでいきますと、やはりＣＣＳのビジネスモデルが確立していないとい

うことでございまして、輸送、貯留・利用のコストを低減させるために、一つは事業者の円

滑な参入あるいは操業を可能とする支援制度の在り方を検討するということと、コストダ

ウンに向けたさらなる技術開発も進めていくと。スケールメリットも働かせていく必要が

あろうかというふうに思っております。 
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 それから、国内外で貯留適地、これを開発するという取組も、先進的なＣＣＳの事業、こ

れを支援することで具体的なプロジェクトとして進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 61 ページ、62 ページは、世界でも相当これに力を入れ始めているということをお示しし

ている資料でございます。 

日本でのこれまでの取組は 63 ページでございます。下のところをご覧いただければと思

いますけど、下の左ですね、貯留適地の調査、分離回収技術開発、それから液化ＣＯ２船舶

での輸送実証、あるいは貯留の大規模実証、こういったことを進めてまいりまして、今後、

支援制度の在り方の検討を深めて、それで 2026 年頃には最終投資決定、そして 2030 年頃

にはＣＣＳの事業開始ということに結びつけていきたいということでございます。 

ＣＣＳ事業法も今年の通常国会で成立をいたしまして、概要が 64 ページにございます。 

 65 ページではＣＣＳの事業開始に向けた技術的な準備状況で、分離回収、輸送、貯留、

それからコストについて、お示しをしております。コストについては 50 年時点で 8,000 円

から１万 2,000 円という試算もあるということで、これぐらいになってくると大分、現実味

を帯びてくるかなというふうに思っております。 

 66 ページ、67 ページで先進的なＣＣＳ事業をお示ししてありまして、国内外で９件、国

内で５件、国外で４件、進めているところでございます。 

 67 ページをご覧いただきますと、マレーシアで積極的にやっておりまして、こうした事

業を通じて、さらにどういう審査が必要か、どういうところを追求していくか、これを具体

化していきたいというふうに考えております。 

 それから、地中に埋めるＣＣＳだけではなく、68 ページ、69 ページのようにカーボンリ

サイクル、これも進めていくということが肝要かというふうに思っております。 

 70 ページからは重要鉱物でございます。 

レアメタルとベースメタルとございます。レアメタルは、ＧＸ、ＤＸの進展に伴って需要

が相当増加をしていきます。その様子は 73 ページでも見てとれるところでございます。 

 一方で、74 ページに見られるように供給が特定国に依存していると、こういうことが課

題でございまして、71 ページに戻っていただきますと対策の方向性としては三つありまし

て、一つは十分な備蓄量を確保すること、二つ目は有志国と連携して供給源の多角化をして

いくという、さっきのを含めてですね、それから三つ目は、中下流というのは、供給源の多

角化とか、そういうことをすることでコストが多少高いということもあるかと思いますけ

れども、三つ目として中下流での価格転嫁も含む長期調達コミットを踏まえた競争力ある

価格での供給、こういうものが今後進めていくべき方向性かと思っております。 

 銅については、これまた電力需要の増大に合わせて世界でも需要が相当伸びております。

価格も上がっているということでございますので、ポテンシャル拡大が見込める案件への

日本企業の参画を進めていくというのが大きな方向かと思っております。 

 76 ページをご覧ください。レアメタル、ヨーロッパでは 2030 年までに 25％をリサイク
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ルすることですとか、あるいは単一第三国への輸入依存度を域内消費量の 65％以下にする

という目標を定めておりますし、アメリカでは重要鉱物として指定するとか、あるいは重要

原材料として指定するとかということで、支援策も強化をしていくという状況でございま

す。 

 78 ページをご覧ください。これが先ほど言及した対策の方向性の、もう少し具体的なと

ころを記載しているものでございます。 

 80 ページをご覧ください。これはベースメタルとしての銅でございまして、世界的な需

要はどんどん増えていくと、こういう状況でございます。 

 81 ページをご覧いただきますと、銅鉱山の開発は近年、新規での開発というのは、新規

での大規模銅山の発見が著しく減少して、そういう意味では埋蔵量が増えていないと、こう

いう状況でございます。右下をご覧いただきますと銅の価格、上昇傾向にございまして、

2024 年には 2000 年代に比べると二、三倍の価格水準になっているということで、多角的に

鉱山権益を「抑える」ことが、ちょっと字が違いますけれども、「押さえる」ことが重要だ

と、こういうことでございます。 

 それから、82 ページをご覧いただきますと、銅をめぐっては中国、それからヨーロッパ、

アメリカも資源の確保に力を入れているという状況でございますので、その向こうを張っ

てやっていく必要があるということで、83 ページでございますけれども、具体的には、日

本企業がリスクの高い上流権益を獲得するよう後押しするですとか、あるいは資源ジュニ

ア等への出資の促進に向けた官民の役割分担、具体的な参画の在り方を検討する、あるいは

リサイクル資源を活用すると、こういった方向性で進めていきたいというふうに考えてお

ります。 

 エネルギーセキュリティーが次の塊でありまして、85 ページ以降でございます。85 ペー

ジは、それぞれの化石燃料の輸入先を示しております。中東依存度と合わせて示しておりま

す。 

 86 ページ、87 ページに石油・天然ガスの自主開発比率、国産も含めたですね、これが示

してございまして、これを高めていくというのが引き続き大きな課題だと思っております。 

 88 ページ、89 ページは石油備蓄でありまして、ＩＥＡ加盟国の平均に比べると、日本は

それを上回る 197 日分持っていると、こういう状況でございます。 

 90 ページは石油精製のところで、製油所の強靱化あるいは高度化を進めていく必要があ

るということ。 

 それから、91 ページはＳＳの重要性で、今日もご議論がありましたけれどもＳＳの重要

性でございまして、レジリエンスの観点から重要だと。一方で、カーボンニュートラルへ移

行を目指す中でも、石油製品の安定供給体制、この確保は大事だということで、カーボンニ

ュートラルの取組と合わせて進めていく必要があろうかというふうに思っております。 

 92 ページには、課題に応じた予算、税制、制度、あるいは運用を含めた対策を示してご

ざいます。 
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 93 ページはＬＰガスでございまして、これは持ち運びしやすく長期保存できるという点

があって、災害時のエネルギー供給にも貢献するということで、国内備蓄を確保することが

重要だという意味で、エネルギーセキュリティーの観点からも貢献できるということでご

ざいます。 

 94 ページ、95 ページは、サイバーセキュリティーの取組も進めていくということをお示

ししてございます。 

 最後、97 ページを開けていただければと思います。今、ざっとですけどご説明したよう

に、まず、電気のところでいうと、電化を進めていくということと、その電源の脱炭素化を

セットで進めるということが大事だと。 

 それから、三つ目にありますけど、非電力部分の脱炭素化につきましては、水素、アンモ

ニアを含めた次世代燃料、それからＣＣＵＳ、こういったことについて、国際的な市場動向

あるいは技術開発、コストなどに配慮しながら取組を進めていくということかと思います。 

 重要鉱物は、レアメタル、ベースメタル、この安定供給の確保のために具体的な取組を進

めていくということでございまして、一番最後の丸ですけど①から④がございます。非電力

分野のさらなる脱炭素化に向けて政府としてどのように取組を進めるべきか、次世代燃料

やＣＣＵＳの位置づけや支援をどのように考えるべきか、それから重要鉱物の確保を具体

的にどう進めていくべきか、それから最後に有事にも備えてエネルギーセキュリティーを

どう確保していくか、これらの点についてご意見をいただければありがたいと思います。 

 私からは以上でございます。 

○隅分科会長 

 畠山次長、ありがとうございました。 

 それでは、次世代燃料、ＣＣＵＳ、重要鉱物等につきまして、ただいまの事務局からの説

明を踏まえまして皆さんからのご意見をお願いいたします。 

 それでは、最初に遠藤委員、お願いいたします。 

○遠藤委員 

 今日は別会議からの遅参で、申し訳ございません。 

 まず、水素、アンモニア、ｅ－メタン、この辺りのお話をしたいんですけれども、いずれ

のフォーマットにも長短はあると思うんですが、もし日本が低炭素社会を目指すのであれ

ば、火力発電の維持のためには欠かすことができず、トランジションの重要な戦略となるこ

とは間違いないと思います。 

 ただ、重要なのは商用化のためのサプライチェーントータルのコストの低廉であって、そ

のためにはサプライチェーンの規模を拡大していかなくてはならないと思います。日本だ

けでは限界があると思います。日本同様、資源が乏しくて電源構成が類似している韓国や火

力依存度の高い東南アジア諸国と連携して、インドや中東の生産拠点を確保するだけでは

なくて、また、黄海からギリシアを通じて西洋諸国に通じるようなグローバルなネットワー

クを構築することが重要であろうと思います。 
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 32 ページで政府の水素等、これは水素の裏返しでアンモニアも共通だと思うんですけれ

ども、この支援について述べられているのですが、15 年の支援期間のその後も含めて、期

間とその後も含めてですね、あと、また基準価格の設定を天然ガスなどを参照にということ

なのですけれども、どう定めるかなど、まだ今のところ明確化されていないため、例えば、

石炭火力にアンモニアを混焼しようとしても、設備改変の投資判断ができない発電所がほ

とんどであろうと思います。この辺りの、今、議論を進めておられると思うのですが、明確

化をしていく必要があるのだろうと思います。 

 ２点目、重要鉱物の確保についてなのですが、これは経済安全保障上の重要な課題である

と思います。とりわけ、レアアース、レアメタルの生産地だけではなくて、精練プロセス、

これを中国に独占されていることのリスクが極めて高いです。日本はＪＯＧＭＥＣを中心

にマレーシアなどに代替地を求めましたが、環境問題の顕在化などによって難易度を増し

ていると思います。これは、お話しすると投資国共通の課題で、ＱＵＡＤなんかの会議、例

えばＱＵＡＤの拡大会議で技術会議などが設定されると、必ずテーマになります。これは連

携した対応が必要であると思います。 

 第１部の議論にも関わるはずなのですが、脱炭素を錦の御旗として、もし、それに寄与す

るならば何でも政府支援の対象となるというのは、財政面においても支援効果においても

問題があると思います。脱炭素は一時、日本の生産性を上げるというような議論もあったの

ですけれども、間違いなくコストであって、最終的には価格転嫁を経て国民負担を引き上げ

るものです。日本の産業構造において国際的に、かつ将来的にも優位性のある事業分野と、

それに必須の技術分野、また安全保障に関わる分野など、選択と集中、優先順位づけが重要

であると思います。昨年度の 1.5 倍の 2.3 兆円を概算要求されたばかりで大変恐縮なので

すが、そこを申し添えさせていただきたいというふうに思います。 

○隅分科会長 

 遠藤委員、ありがとうございました。 

 ２部の質問時間は３分以内ということで、ぜひ、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 では、オンラインでご参加の澤田委員、お願いいたします。 

○澤田委員 

 ありがとうございます。 

 私からは２点、お話しさせていただきます。 

 １点目は水素のサプライチェーンです。事務局からご説明がありましたように、利用と製

造に注力して。大賛成なのですが、第１部でも議論がありましたように例えばＳＡＦです。

これのサプライチェーンを日本で、いわゆる安価で、よいＳＡＦを作れるチェーンをつくっ

ていないと、飛行機のハブ自身が日本になかなか来にくい、ハブが他の空港に動いてしまう

という要因になると思います。 

 ｅ－メタンもｅ－ｆｕｅｌ、ＳＡＦを含めてですけれど、長期的に見ると、これはクリー

ンなエネルギーによる水素が要るわけなので、従前もコメントしたことがあるのですが、政
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策的に、新しい原子炉については高温ガス炉を誘導して、それで製造される水素というもの

をシーズの燃料として、こういう日本国内のサプライチェーンを強化するという政策が要

るのではないかと、こういうふうに思うのが１点目です。 

 ２点目は、今、遠藤委員からもありましたが、大変重要な重要鉱物なのですけれど、家電

のリサイクルもうまく、大変だったと思うのですが、リサイクル循環も始まっているわけな

のですけれど、ご指摘のように、重要鉱物のリサイクルのサプライチェーンをちゃんと国内

に構成すべきポイントがあるのですが、どこにどういうものがあって、どうそれが取り出さ

れて、どこに流れるかという、はっきり言ってデータベースや連携基盤がありません。 

 経産省で蓄電池についてはウラノスという名前のシステムでデータ連携基盤の検討が始

まっていますし、Ｃａｔｅｎａ－Ｘのような自動車向けのそういう部分も自工会では始ま

っていると聞いているのですが、こういう重要鉱物のリサイクル、サーキュラーエコノミー

に着目した情報基盤が要るのではないかと、こういうふうに思います。ぜひ、日本版のＧＡ

ＩＡ－Ｘ、データ連携基盤のリードを、エネ庁ではないと思いますが、経産省としてもよろ

しくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 澤田委員、ありがとうございました。 

 それでは、武田委員、どうぞ。 

○武田委員 

 ご説明ありがとうございました。重要鉱物の確保について意見を申し上げます。 

 まず、昨今の世界情勢を踏まえれば、資源外交が極めて重要であることは言うまでもない

ことですが、併せて、澤田委員からもございましたように、資源の循環にもう少し力を入れ

る必要があると思っております。各国で重要鉱物確保に向けて指針が策定される中で、有志

国との連携、備蓄の確保だけに頼るのではなく、さらに国内に一度流入した資源をうまく活

用していくことが加わって初めて、経済安全保障の観点から、より強固な体制になると考え

ます。 

 経済産業省主導により産業界や地方自治体を巻き込んで新たな取組を始めていただいて

おり、私もその委員会に参加させていただいておりますが、循環の必要性を各主体の中で共

有するとともに、データ連携を進めることでその流れを見える化していくことができない

と、どう着手していいのか見えてこないと思いますので、澤田委員と重なり恐縮ですが、そ

の点をぜひお願いしたいと思います。 

 資源循環に力を入れることは、経済安全保障の観点のみならず、エネルギーシステム全体

で見たときのＧＨＧの限界削減費用の低減にも資すると考えております。当社の分析では、

素材産業を中心とした資源循環施策がうまくいけば、さまざまな制限はありますが、ＣＯ２

削減の費用対効果は一部では高くＧＨＧ限界削減費用の低減が見込まれるという試算結果

も出ています。 
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 また、最近ではエネルギーとデジタルの双子の赤字が大変注目されていますが、資源循環

によって赤字の縮小にも貢献するのではないかと期待しています。こうしたことを踏まえ

て、ぜひ、資源循環を包括的に進めていただければと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 武田委員、ありがとうございました。 

 それでは、寺澤委員。 

○寺澤委員 

 私のほうからは４点、申し上げたいと思います。 

一つ、全体的な印象なのですけど、次世代燃料とＣＣＵＳについて、コストの定量的な把握

分析が非常に弱いという、そういう印象だと思います。現状のコストはどれだけなのか、ど

れだけ高いのか、今後どれだけ下げていくのか、どうやって下げていくのか、それを具体的

に示すことが重要だと思います。 

 次に、これは脱炭素に向けていろいろな手段が並んでいるわけです。ソリューションとい

うことで。では、脱炭素に向けて、どういうソリューションをどう組み合わせることがトー

タルとしてのコストを最小化にするのか、そういう分析が必要だと思います。その分析をベ

ースに、先ほども指摘があったわけですけど、いろいろたくさんベタに並んでいるわけです

けど、支援のメリハリというのは考える必要があるのだろうと思います。その上で、こうし

た分析を基に、2040 年について、これらの次世代燃料、ＣＣＵＳはどれだけ導入していく

のか、それは目標なのか見通しなのか。これは今日じゃなくていいのですけれども、やはり

示していただくということが重要だと思います。 

 ２点目、短いのですけど、炭素除去、カーボン・リムーバル、2040 年に向けては、これが

非常に重要です。ＥＵも大変重要性を持たせているわけですけれども、今日のご説明にＣＣ

ＵＳはあったのですが、それは炭素削減だけであって、特に炭素除去の主軸である DACCS、

BECCS について一言もなかったのですけれども、これについて事務局の姿勢とお考えをお聞

きしたいと思います。 

 ３点目、重要鉱物。今日のご説明はほとんどサプライサイドばかりで、デマンドサイドは

ほとんどなかったということだったと思います。ただ、どういうクリーンエネルギーテクノ

ロジーをどれだけ入れるかによって、需要は全然違うわけです。例えば、車について、全て

バッテリーEV、あるいは再エネの出力変動への対応を全部バッテリーでやりますという極

端な前提で言うと、無茶苦茶に重要鉱物の需要が増えてしまうと。これは適切な結果ではな

いと思うのですけれども、ぜひ、重要鉱物政策とクリーンエネルギーテクノロジー政策を、

次世代車であるとか電力システム安定のための政策も含め、統合的に総合的に取り組まな

くてはいけないということを思いました。 

 最後に４点目、エネルギーセキュリティー。ＬＮＧについての記述が非常に弱かったとい

うことで、これだけＬＮＧに重要性を言っている中では、記述が少なかったというのは非常
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に残念な感じがします。先ほど業界ヒアリングにもありましたけれども、長期契約をどう取

っていくのか、どう確保していくのか。もちろん政府だけでなく、官民でどう取っていくの

か。どれだけ取っていくのか。これについて、具体的な検討というのはぜひ進めてほしいと

思います。 

 あわせて、契約で確保するだけではなくてフィジカルに確保するということが重要で、今

の在庫水準は２週間しかないわけです。昨今、いろいろな供給支障が増えているわけです。

ジオポリティクスもあればパナマ運河が通らないとか、いろいろなリスクが高まっている

中で、では、この２週間で十分なのかどうか。それをアセスし、仮に十分でないとすれば、

どういう対策が必要なのか、ぜひ具体的に検討を進めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 寺澤委員、ありがとうございました。 

 オンライン参加の小堀委員、どうぞ。 

○小堀委員 

  ありがとうございます。私からも大きく３点、意見を述べさせていただきたいと思いま

す。 

 一つは、カーボンニュートラルに向けて世界をリードしていける新たなイノベーション

や、アジアを中心にした地域に貢献してくれるイノベーションというものに加えて、もう一

つは、今日の第１部で話がありましたように、日本という国の産業の特徴、エネルギーの状

況を十分把握しながら、トランジション期間を重視して既存の設備のインフラを活用しな

がら、できるだけこちらのほうのコストを抑える施策というのが非常に重要になってくる

のだろうと思います。 

その二つのバランスが非常に重要であろうということと、その際にはサプライチェーン、

それから地方創生、有事、そして国としてのエッセンシャルなポイントみたいなものをしっ

かり考える。複眼的視点による各施策の連携、一体化というのが非常に重要だということを

改めて感じました。 

そういう中で、次世代燃料、ＣＣＳに関していえば、火力発電の混焼を進めていくとか次

世代燃料、ｅ－メタン、ｅ－ｆｕｅｌ等を開発していくというときに、ＣＣＳもセットで時

間軸を合わせて対応していくということが必要だと思います。 

 もう一つは、ハード・トゥー・アベイト、我々、化学業界はそのように位置づけられてい

ますが、地方創生ということと絡めて、コンビナートでのカーボンニュートラル化、地域で

やろうとした場合に、地域単位での取組とＣＣＳ、ＣＣＵＳを組み合わせていくという、そ

ういう二つの施策の時間軸と合わせたセットでの取組というのが非常に重要になってくる

のではないかと思います。 

 コンビナート系であえて言わせていただければ、今回、独禁法について、法規制に対して

のグリーンガイドラインが新たに見直されて、コンビナート関連の話合いが進む下地がで
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きたということは非常にありがたいことだと思っております。他にも、カーボンニュートラ

ルに向けた取組を阻害するような法規制みたいなものがあるのではないかと思うので、そ

れをどう緩和し柔軟に適用、運用していくかということも非常に重要なポイントとしてあ

るような気がいたしました。 

 それから、３点目は重要鉱物。これは何人かの皆さんが言われているとおりで、日本特有

のもったいない文化、サーキュラー、リサイクル、この辺を日本国内でどう循環させていく

のかということと、友好国を巻き込んだグローバル的なサーキュラー、循環をどうつくって

いくのか。この二つの視点の回し方をしっかり組み合わせながら、重要鉱物の確保というの

が重要なのだろうなということを改めて感じた次第でございます。 

 私からは以上です。 

 

○隅分科会長 

 小堀委員、ありがとうございました。 

 それでは、田辺委員、どうぞ。 

○田辺委員 

 隅会長、ありがとうございます。 

ちょうどスウェーデンの空港脱炭素の取組というのを見たくて、８月の初旬に訪問して

きたのです。行くと意外と太陽光パネルが多くあるわけではなくて、そうなのかなと思った

のですけど、伺うと、国全体として、電源構成に関しては、もう 23 年に再生可能エネルギ

ーは 32％で、水力は 36％で、原子力は 31％で、99 から 98％がもう非化石電源になってい

るのです。まず、それを持ってくればいいと。熱需要は、空港導入に関しては、もうバイオ

エネルギーで、ほぼゼロエミになっている。あとは、それをどうやって調整するかという問

題になっている。車両は、ＨＶＯと言っていましたけど、バイオ燃料を使っているというの

で、本当に羨ましい限りでした。 

国全体としては、今は一般自動車のガソリン部分がやはり一番の議論です。国土面積が日

本の 1.2 倍ぐらいあって、人口は 10 分の１で、ＧＤＰは８分の１ぐらいなので、相当違い

がありますけど、カーボンプライシングがかなり効いたというふうにはおっしゃっていま

した。 

 ＳＡＦについても目標をつくっていらっしゃって、あと電気飛行機の開発とか、エアバス

と水素飛行機の協定とかを結んでいらっしゃるそうです。鉄とかヒートポンプとＳＡＦに

関しては、スタートアップが出てきているそうです。再エネとか非化石があるのでですね。

燃料と熱需要に関するバイオ燃料の利用というのは、なかなか重要ではないかなと思いま

した。 

 我が国を見ると、例えば、私なんかの専門の住宅建築とかで消費するまきとかペレットの

熱量を、省エネ法のようにそのまま熱量評価するのか、あるいは非化石燃料であることを勘

案して補正を行うのかというのは、重要な点ではないかと思っています。この分野を日本が
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伸ばすのかどうかという考えによるのではないかと思います。住宅・建物の太陽光は、省エ

ネ法では 3.6ＭＪ／ｋＷｈですけど、ゼロカウントされることが多いのです。バイオマスの

原単位も実は欧州で国ごとにかなり違うので、、日本がどういうふうにされるのかというの

は検討したほうがいいのではないかと。 

 それから、何回も申し上げていますけど、東京都、地域冷暖房でバイオマス混焼すると原

単位が下がるので、ぜひ、やったらいいんじゃないかという話はいっぱいあるのです。けれ

ども、大気汚染防止法のＮＯＸの上乗せ規制を東京都はしていまして、混焼がなかなか難し

い。それから、アンモニア混焼に関しても、大気汚染防止との関係を整理しておかないと、

こちら側でできないものもあるのかなと思いました。 

 特に、熱燃料需要に関しては電気以外のところが非常に重要だと思います。電気よりもあ

まり議論されていないので、ぜひ、日本がどういう方向であるのがいいかというのが皆さん

で議論できるといいかなと思いました。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 田辺委員、ありがとうございました。 

 それでは、オンライン参加の黒﨑委員、お願いいたします。 

○黒﨑委員 

 ありがとうございます。私のほうから、手短に４点ございます。 

 まず、一つが電化の話がありました。さらなる脱炭素化に向けて、できるところから電化

していくというのは、非常に理にかなっているのかなと思いました。ただ、ただでさえＡＩ

とかＤＸとかで、これから電力需要が増えていくと言っているのに、ますます電化していく

と、どうやって供給力を確保するのかというところが非常に懸念点として残っています。 

 もう一つが、電化するということは先ほども言ったのですけどエネルギー変換するとい

うことですので、当然効率は落ちてくる。これは、次世代燃料とかＣＣＳも同じ理屈になっ

ています。効率が落ちてもメリットのほうが大きいということでなければならないという

ことは当然の話で、この場合のメリットは何かというと、それはやはりカーボンフリーだと

思います。なので、電化した後の電力というのは当然、脱炭素電源で賄うということが必然

になるということが一つ目のコメントです。 

 二つ目なのですけれども、これは遠藤委員もおっしゃっていた話になりますが、効率が落

ちるということは、いろいろな意味でコストがかかるということに相当します。では、増え

たコストはどうするのだということなのですけれども、どこかで誰かが負担するというこ

とになっています。なので、未来のために脱炭素が重要で、そのためにはコストというのは

増えるのだよということを、関係者はもちろん広く国民の皆様にご理解いただくための何

かをきちんとしなければいけないのではないかなというふうに思っています。 

 次が三つ目なのですけれども、一つの産業だけで脱炭素を図るということだとやはり限

界があって、産業横断型の脱炭素化というのも重要なのではないかなと思っています。例え
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ば、最近、英国のグループが発表している論文があるのですけれども、セメントのリサイク

ルと製鉄のリサイクルをうまく組み合わせると非常に脱炭素化が図れるというような、そ

ういう話もあります。こういった最新の研究みたいなものを参考にしながら、分野横断型の

脱炭素化というのも考えたらどうかなというふうに思いました。 

 最後、四つ目が重要鉱物です。重要鉱物については、もう委員の先生方、たくさんコメン

トされているので、特段、それに付け加えることというと、民間だけではなかなかこういう

のは進まないので、国の積極的な関与、サポートというのは、さらにますます重要になるの

ではないかなというふうに思った次第です。 

 以上、４点でした。ありがとうございました。 

○隅分科会長 

 黒﨑委員、ありがとうございました。 

 オンライン参加の高村委員、お願いいたします。 

○高村委員 

 隅会長、ありがとうございます。 

 ３点、申し上げたいと思います。 

 次世代燃料、それから一部ＣＣＵＳにも関わりますけれども、特に次世代燃料、ハード・

トゥー・アベイトセクター、特に非電力の分野でカーボンニュートラル、ゼロエミッション

に向かうために非常に重要な技術だと思っております。 

１点目が、それを支援する方針。これは最後のスライドでも事務局から問いかけをいただ

いておりますけれども、支援の方針として、一つは、ご紹介があったように、課題の一つは

明確にコストで、それゆえに初期需要をどうやってつくり出していくか、そのための支援。

しかし、これはＧＩ基金でもコスト目標等を定めて支援をしていると思います。ただ、高い

まま国が支援をし続けるというわけにもなかなかいかないので、どこにこの技術を使って

いくか。さっき、寺澤委員だったかと思いますけど、やはりデータに基づいて、どういう組

合せが全体としての最適化を図れるかという議論は必要ではないかというふうに思ってい

ます。 

 特に、こうした、どうしてもコスト、当面高いものについて、コストが高くても価値があ

るところでしっかり展開をして、規模の経済を働かせながら、できるだけコストを下げると。

そういうところに用途の重点を置いていくべきではないかというふうに思います。これは、

次世型太陽電池のところが、まさに従来型の太陽電池と競合・競争しないところで、できる

だけ高くても導入が進む、そのことによって規模の経済を働かせてコストを下げていくと

いう考え方が議論されておりますけれども、そうした考え方が必要ではないかと思います。 

 それから、需要創出のところは、新しい次世代燃料について、オフテイカー問題が常に伴

っていると思っております。公共調達、あるいは様々な支援が必要ですけれども、田辺委員

が先ほどおっしゃいました、やはり成長指向型のカーボンプライシング、今、議論が始まろ

うとしていますけれども、こうした技術の価値を高めるようなカーボンプライシングの設
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計が必要になるのではないかと思います。 

 大きく、国の支援の方針についての２点目です。これは澤田委員、あと寺澤委員、小堀委

員も以前おっしゃったように思っておりますけれども、現時点でコスト、それから、場合に

よっては量に課題があるというときに、当面、海外からの輸入というのは、これは必要だと

いうふうに思います。しかし、将来、日本がどういうエネルギーシステムをつくるのかとい

う観点に照らしたときに、将来を見据えためり張りのある支援というのが必要ではないか。

国の支援がそちらの方向に誘導していくような、そうした方向性、施策です。 

 特に、産業政策と雇用を考えたときに、そして必要なエネルギーをしっかり調達ができる

という安全保障の観点からいくと、できるだけ国産化、サプライチェーンの内製化が望まし

いというふうに思います。今、様々な支援がありますけど、支援の政策、基準の中に、その

シグナルを明確に出すように設計をしていただけないかというふうに思います。これはＩ

ＲＡもそうですし、欧州の法案もそうした考え方を取っていると思います。これは、技術と

それを担う人を国内に残す、将来の技術のイノベーションを重ねていく、発展させていくと

いう意味でも必要だと思っていまして、支援の中にそのシグナルを、私から見れば国産化、

サプライチェーン、内製化ですけど、そのシグナルを明確に盛り込んで統合していただきた

いというふうに思います。 

 それから、最後、重要鉱物についてご指摘がありましたけれども、もう事務局からも委員

からもあったとおりです。既にイノベーション環境局のところでも資源循環の政策、かなり

この間、積み重ねていただいていると思いますけど、澤田委員がおっしゃった情報基盤、そ

れから供給源の多角化、これは事務局からあった点です。一つ付け加えるとすると、ＧＩ基

金等々で重要鉱物、戦略鉱物に代わる、特に重要な技術であれば、代替物質の開発に一つの

イノベーションの支援を行っていくことが必要ではないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 高村委員、ありがとうございました。 

 それでは、対面の伊藤委員、お願いいたします。 

○伊藤委員 

 ありがとうございます。手短にいきます。 

 改めて今日のご説明を聞いて、日本という国は島国であって、単独では生きていけないの

だなという危機感を、悪い意味ではなく、改めて現実をもう一回、胸にがんと来たような気

がしたのですが、結局は、ほかの国の協力がなければ我々はエネルギーを得ることができな

い、これからも生きていけないという中で、１点、鉱物のことで。 

 メッキ業界で今、体感していることをシェアさせていただくのですけど、これは経産省さ

んも今バックアップしていただいているのですけれども、我々に重要な化学薬品が、もう国

内では作られなくなることが決定したのです。それは民間がやっていて、気づいたときには

もう決定されていたということで、結果的に、これはメッキ業界だけではなくて貴金属のリ
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サイクルにも、都市鉱山といわれるものにも使われる重要な役割を果たすものが、もう国内

では手に入らないので、我々も輸入するしかないのです。 

 これは、もうしようがない、どうにもできない状態にはあるのですけれども、こういった

ことがほかの鉱物で起きてくると、非常に、産業がもう動かない、エネルギーどころではな

くなっていくので、どうやってこういう情報をいち早く国が収集していくかということと、

だからといって全てにお金を国が出す必要性はないのかもしれないのですけれども、それ

をちゃんとすみ分けていく目利きであったり決め事であったり。あとは、どこでデータを集

約するかというのを今後ともやっていかないと。我々サプライチェーンの技術がエネルギ

ー分野にとって不可欠である可能性もあるため、しっかりと認識していく必要があると思

います。 

できれば日本で全てを集約できる、まさにリサイクルであってサーキュラーエコノミー

という仕組みができればいいのですけど、ここは時間がかかるので、やり始めるのであれば、

そろそろもうやるんだぞという方向性を示しながら、何の分野をきっちり決めていくか。こ

れはやるけど、これはもうしようがない、外部、ほかの国から頼ろうというふうにやるのか

というのも、今、タイムリミットに来ているかなという意見です。 

以上です。ありがとうございます。 

○隅分科会長 

 伊藤委員、ありがとうございました。 

 では、河野委員、オンラインの河野委員、お願いいたします。 

○河野委員 

 ご説明ありがとうございました。河野でございます。 

 さらなる脱炭素化に向けての取組という論点について、意見を申し上げます。 

 まず、脱炭素化についての議論を進めるときには、グローバルスタンダードの動向と、そ

れからＧ７や先進的な取組を例に出して比較し、一喜一憂する状況に陥りがちですけれど

も、一次エネルギー供給での化石燃料の高比率や電源の脱炭素化と電化の推進、また非電力

分野における非化石転換など、各課題について、やはり島国でありエネルギー自給率 13％

程度という我が国特有の実態を押さえた上で、日本らしい多様な道筋を原則とすべきだと

いうふうに思っています。 

 次に、次世代燃料やＣＣＵＳについては、期待すべき新技術ということは異論がないとこ

ろでございますけれども、消費者の日常からはかなり遠い論点であり、今の時点でこれらに

取り組むことが将来的な脱炭素化に一役買うのであれば、民間に任せるだけではなく国の

関与を明確にして、世界で優位に立てるような精度、確度の高い技術の確立に期待したいと

いうふうに思います。 

 最後に、現在、国策としてのＧＸ2040 で事業者の皆様の予見性の確保とか不確実性を補

完するような具体策が示されつつありますけれども、私たち国民から見ると 2050 年にどう

なるんだろうというのがなかなか見えにくい状況にあります。2050 年のありたい姿からバ
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ックキャストして国民の理解を伴う、また双方にバランスが取れたエネ基の策定となるよ

うに、十分な相互理解を深めるような議論にしていただければというふうに思いました。 

 私からは以上です。 

○隅分科会長 

 河野委員、ありがとうございました。 

 では、最後に、オンライン参加の村上委員、お願いいたします。 

○村上委員 

 どうもありがとうございます。 

 私からは２点、申し上げたいと思います。さらなる脱炭素化に向けて、どのような取組を

進めるかという点なのですけれども、３ページにあるとおり電化の促進と電力の脱炭素化

が基本というのはセオリーだと思っておりまして、その視点から運輸部門の脱炭素化につ

いて意見を申し上げたいと思います。 

 27 ページには、走行時のＣＯ２排出のみならず、発電、製造から廃棄まで含めたライフ

サイクルアセスメントの観点から評価を行う必要があると書かれており、これには賛同い

たします。ただ、ここには明示されていませんけれども、ウェル・トゥー・ホイールでは、

現在の電源構成でもハイブリッド車よりもＥＶが優位であるというデータは経済産業省の

資料で公開されております。ただ、ＬＣＡレベルでのデータは存在していないというふうに

認識しています。メーカーの協力を得てデータを集めて、今、どれくらいの状況なのかを把

握した上で、ＥＶやハイブリッド車のトランジションの方向性や目標値なども見通して設

定していく必要があるのではないかと考えます。 

 それから、２番の次世代燃料やＣＣＳの位置づけ、支援、どのように考えていくかという

ところなのですけれども、先ほども申しましたように、次世代燃料に関しては水素とＣＯ２

の由来が重要だと考えております。化石燃料由来の工場から回収するＣＯ２は、埋めるか大

気に排出されない方法で利用されるべきだというふうに私は考えます。 

 それから、水素製造や輸入、ＣＯ２回収などのコストを考えると、コスト高になることが

想定されると思います。コスト高でも次世代燃料が必要な分野と、そのボリュームをまずは

想定して、どの分野に優先的に次世代燃料を使っていくのかを描く必要があると思います。

この点については、先ほど高村先生が、より明快なご指摘をされたので、多分、同じことを

申し上げているのかなというふうに自分では認識しています。 

 具体的には、都市ガスを利用している消費者としては、いずれｅ－メタンになるのだから、

このままでよいとなれば、それはそれでハッピーなことではあるのですけれども、そんな大

量のｅ－メタンが本当に安価に提供されるのかという危惧があります。もしカバーできな

いのであれば電化を進めていくということが必要かなと考えておりまして、そこら辺を見

通して、時間軸で、どうあるべきかのシグナルを出していくということも重要ではないかと

思いました。 

 以上です。 
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○隅分科会長 

 村上委員、ありがとうございました。 

 ちょうど予定した時間になったのですけれども、ちょっとご容赦いただいて、もうちょっ

とだけ延長させてください。 

 それでは、事務局からコメントをお願いいたします。 

○畠山資源エネルギー庁次長 

 様々なご意見、ありがとうございました。網羅的に行けるかどうかはあれですけど、コメ

ントさせていただきたいと思います。 

 まず、支援の在り方、遠藤委員、それから高村委員からありました。まさに全くおっしゃ

るとおりだと思っていまして、これは結局、ＧＸの支援の考え方は、単に排出削減をすると

いうだけではなくて、これが実際、日本の勝ち筋になっていくのかどうか、それが成長に結

びつくのかどうか、こういうところをよくよく見極めて、それで支援していく必要がござい

ます。 

 他方で、何もデータがない中で、それをすぱっと見極めるというのもなかなか難しいとこ

ろでございまして、したがって、そういう意味では、技術開発あるいは実証みたいなことを

通じて、そこの見極めも含めてやっていくと、こういう方針で取り組んでいくということで

やっております。 

 それから、似たような観点なのですけど、コストの視点が弱いというお話がございました。

それから、最後、村上さんからも水素など、コストが下がらない場合もあり得るのではない

かと、あるいは量が確保できないという場合もあり得るのではないかと、こういうお考えが

ありました。 

 コストは、今、申し上げた支援の在り方とも共通するのですけれども、実際、どれが本当

に安くなるのか。これが分かれば、実は、我々も本当は教えてほしいぐらいなのですけど、

ここが分からないというところもある中で、したがって、値差支援とかも、別に未来永劫、

それでやろうというよりは、どちらかというとユースケースをちゃんと、いろいろなタイプ

をやってみて、それがどれぐらいのコストになっていくのか、なる可能性があるのか、ここ

を見極めた上で、それで組合せも含めて、どれが一番いいのかというのを考えていく必要が

あると、こういうことだと思っています。 

 それから、それと少し似た点があるのですけど、今日ご説明のあったいろいろなエネルギ

ー分野、あるいは次世代の燃料などについて、これは国内での生産、これを残すようにと。

これはエネルギー産業が国内にあるということも大事だということで、支援の方針にも、そ

ういう誘導を効かせるべきではないかというご意見がありました。 

これは、ある意味、それも大事な点なのですけれども、エネルギー産業だけのことを考え

るわけにもいかなくて、産業全体を考えると、国内にエネルギー産業を残したがゆえにエネ

ルギーの相対価格が日本だけすごく高くなって、それゆえ、ほかの産業が外へ出ていくとい

うことになって、トータルとしてマイナスになると。こういうことになってもいけないわけ
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で、その点も考えながら、どれを国内に残していくのか、どれが勝っていけるのかというこ

とを考えていく必要があると思っています。 

 それから、オフテイカーの議論がありました。これは、我々もＧＸを進めていく中で、投

資を促進する上で、ＧＸの市場をつくるというのは極めて大事だと思っています。ＧＸの価

値をちゃんと価値化をして、それが評価され、一定の料金が上乗せになっても、なお、そこ

を求めると、こういう経済社会をつくっていく必要があると思います。将来はカーボンプラ

イシングも入っていくので、値差が縮まった上で、そういう価値観が浸透すれば、そういう

ことも可能だと思っておりますけれども、その間、投資確保ができないというわけにはいか

ないので、途中は当然、支援とか、あるいはいろいろな制度を組み合わせることによって、

そういう市場環境をつくっていくということもしなくてはいけないと思っています。 

 最後、エネルギーセキュリティーの観点でＬＮＧの記載が弱いというご指摘をいただき

ました。すみません。ちゃんと書けばよかったのかもしれないのですけど、前回、化石燃料

のときに相当やったつもりでありまして、そこが記憶に残っていて、やや記載が不十分にな

ったのかもしれません。そこはトータルで最後は考えていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

○隅分科会長 

 畠山さん、ありがとうございました。 

 それでは、井上部長。 

○井上省エネルギー・新エネルギー部長 

 ありがとうございます。畠山さんから網羅的にやっていただいたので、ちょっと具体的に

補足だけ水素の関係でさせていただきますが、水素社会推進法ができていまして、遠藤先生

がおっしゃるとおり、まだ具体的なところは詰まっていないところがありますが、９月には

法律を施行していきたいと思います。 

 それで、価格差支援の部分で、どこまで官が支援して、どこからは民が補うかというのは

審議会でずっと細かく議論をしてきていまして、ちょっと皆さんの問題意識にあるなと思

って、面白いなと思って我々がやっているのは、水素法は需要と供給、両方セットで計画が

出てきてやるのです。なので、例えば、特定の地産地消のプロジェクトでは、どういう業種

のどこ向けの製品だと、どれぐらいのＣＯ２の減る部分が価格として反映できるのかとい

うのは幾つか事例が見えてきています。 

 面白いのは、値差支援は最初の 15 年間はやるのですけれども、法律に基づいて、その後

10 年間は支援がなくても供給しなくてはいけないと。逆に言うと、そこまでコミットする

人しかやってこないのですが、それでもかなり相談は来ていまして、ちょっと今日は申し上

げられませんが、今のような具体的なこういう使い方について、こういうふうにやりますと

いうことは、15 年間でどうやってコストダウンしていって、もう支援がなくなったときに

一体幾らなのですかという金額も出てきていて、それが大体オフテイカーがついた形で出
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てきそうだというところが幾つかだけあります。全部ではありません。 

 なので、こういうところから見ていくと、洋上風力では既に始まっていますけど、きれい

な電気も高くてもこれだけ買いますという人たちが具体的に公表はできないのですけれど

も見えてきていまして、例えば、自動車のサプライチェーンとか半導体のサプライチェーン

とかデータセンター関係が多いのですけど、そこをどうやってマッチングさせていくかと

いうところを見極めていくと、全部ではないのですけど見えてくる部分もあるだろうなと。 

 ただ、それと、本当に日本の将来を考えたときに、そこに希少な水素を使っていいのだっ

けという議論は、また別途あって、それと組み合わせて決めていく必要がありまして、我々

も悩んでいるのですけれども、また先生方にもご指導いただきながら決めていくというこ

となのかなと思っています。 

 こうしたところを踏まえて寺澤さんにはコストの把握が甘いということでして、水素も

アンモニアもそのとおりだと思います。今まで、かつて政府がつくっていたコスト目標の時

代と今は変わってきていまして、しかも、あの時代は必ずしもクリーン水素ではない価格で

やっているものですから、そこの差も出ています。ただ、おかげさまで世界中からも買って

というやつは来ているものですから、どういう形でコストが下がっていけるのかというと

ころの分析をしてエネ基の中にも反映できればと思います。 

最後は、遠藤さんがおっしゃっていた韓国とは物すごく似ているので、全く似たようなこ

とを考えていまして、実は、日韓の局長級だけではなくて産業界を交えた一緒にサプライチ

ェーンというのが始まっております。よく見極めながら、一緒にやるとサプライチェーンの

支援額がお互い減らせるねというのは、向こうの経産省とは話を始めておりまして、ＥＵも

実はそうなのですが、そうした形でコストダウンが図れれば。それでも高いのですけれども、

当座は、しっかり考えていかなくてはいけないと思っています。 

 以上です。 

○隅分科会長 

 次は、和久田部長、お願いいたします。ぜひ、簡潔にお願いします。 

○和久田資源・燃料部長 

 まず、次世代燃料について、コストについてのお話がございましたのでご紹介しますと、

例えば、ＳＡＦでは化石燃料の代替はバイオ燃料ですと３倍ぐらいと言われています。合成

燃料だと５倍前後、相当高い状況なのですけれども、これは今、政府からＧＸ予算とか税制

なんかも入れて、これは大体、既存の燃料との２倍ぐらいのところまで持っていくと。要は、

我々としては、ほかの委員の方からもお話がありましたけれども、きちんと国内でサプライ

チェーンをつくっていくということが非常に重要で、これは安全保障上、何でもかんでも海

外に任せるわけにはいけないということで、２倍ぐらいであれば国際的な競争力があると

いう価格まで持ってこれるということで、国際的な動向を見ながらしっかり価格を下げる

という方向でしっかりやっていきたいなと思っています。 

 導入目標についても、これは、例えばＳＡＦであれば 2030 年 10％、2040 年以降、さらに
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増えていくということですけれども、コストの状況を見ながら、それから国際的な状況を見

ながら、しっかりと日本としての導入目標を立てていく必要があるかなと思っています。 

 それから、ＣＣＳについても、これは資料の中にもございましたけれども、2022 年です

と大体トン当たり 1.3 万円から２万円と。2050 年ですと、さらに下がって 0.8 から 1.2 万

円というのを目標にしておりますが、これも、例えば、パイプラインがどのぐらいの長さか

とか、それからＣＯ２を輸送船で運ぶとすると、どのぐらい運ばなくてはいけないかという

ことによって、相当程度ずれがあります。 

したがって、これは、下げていくためには、例えばＣＯ２の輸送船なんかもコストを下げ

ていくための今いろいろな技術開発もしていますし、要は、低温低圧でできるようにタンク

の開発とか。あとは、貯留層についても、相当規模が大きくなれば価格が下がっていくとい

うことで、大きな貯留規模の場所を探していくというような取組とかということで、しっか

りとコストを下げていくための取り組みが非常に重要かなと思っております。 

 それから、最後、ＬＮＧについて、フィジカルな確保についてのご指摘が寺澤委員からも

ございましたけれども、これは私どもとしても、ＬＮＧはなかなか長期間ためられないとい

うことで、むしろ取引の裕度をうまく増していくことで全体としてのセキュリティーを厚

くしていくということで。例えば、ＥＵなんかでは地下貯蔵なんかもやっていますし、あと

は柔軟な取引ですよね。仕向地条項の話もございましたし、あとは、いろいろなところでタ

ンクの融通とか、いろいろな人たちと協力しながら全体としてパイが大きくなっていくよ

うな方向で、裕度を高めていくというような取組をしっかり進めていきたいというふうに

考えています。 

○隅分科会長 

 和久田部長、ありがとうございました。 

 それでは、龍崎グループ長。 

○龍崎ＧＸグループ長 

 サーキュラー、重要鉱物に関してサーキュラーエコノミーを確立していくべきだという

ご指摘を何人もの委員からいただいたと思いますが、ご指摘のデータ連携基盤、これをつく

っていくのはもちろん必要だと思っています。 

 に加えて、国内で回っていくような仕組みづくりも進めていく必要があると思ってござ

います。ご指摘のあったような経済安保とか、あと再生材を使うとバージンを使うよりもＣ

Ｏ２を削減できるという視点はもちろんなのですが、それに加えまして、例えば、ＥＵです

とバッテリー周りでも常時規制が始まろうとしておりますし、それからバージン原料をい

つまでも輸入をして物を作っているというのは国費の流出にもつながりますので、であれ

ば、再生材を回して多少高くても国内でやっていったほうが経済的にいいという、そういう

側面もございますので、総合的に考えまして、制度的な対応も含めて、ありようを考えてい

きたいと思ってございます。 

 それから、ＤＡＣとかＢＥＣＣＳについてご指摘がございました。これは非常に悩ましい
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ものだと思ってございまして、ＣＯ２回収に必要なエネルギーをどう、また確保するのかと。

しかもクリーンなエネルギーでということだとは思いますが、極力エネルギーを使わない

で効率よく回収できるような技術を今ＧＩ基金でも取り組んでおりまして、こういったも

のがダックなんかにもつながっていくことを期待して、私ども、引き続き積極的に取り組ん

でいきたいと、こう思ってございます。 

○隅分科会長 

 龍崎さん、ありがとうございました。 

 それでは、田邉室長、お願いいたします。 

○田邉室長 

 私から、自動車のＬＣＡについてご説明したいと思います。村上委員からいただきました。 

 まず、一般的に自動車のＬＣＡを考える場合には、例えば蓄電池、車載用蓄電池の製造段

階で非常に多くのＣＯ２排出があるというふうに言われております。例えば、ＩＥＡの 2020

年のレポートによりますと、バッテリーの容量ですとか、それから電源の排出係数、これは

世界の全電源平均を使ったというふうに言っておりますけど、それによってハイブリッド

よりバッテリーＥＶのほうが排出が多いケースがある。また、電池容量が少ないケースでは

ハイブリッドよりも少ないケースというのが書かれておりますが、これは、そのほかに、例

えば走行距離ですとか、例えば今日議論がありましたようにガソリン車、ガソリンの消費に

ついてバイオがどのぐらい入るかとか、様々な条件によって変わってくるものだというふ

うに考えております。 

 したがいまして、今日ご説明しましたとおり、自動車の分野については、寺澤委員からも

ご指摘がありましたとおり、様々なテクノロジー、多様な道筋ということで脱炭素を目指す

ということが重要ではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○隅分科会長 

 田邉さん、ありがとうございました。 

 皆さん、本当に長時間ありがとうございました。 

私の感想といたしまして、今までのエネルギー基本計画の論議という中では、どうしても

エネルギーミックスの電源構成に注目が集まることが多かったわけでございますけれども、

いよいよ電力だけではなく最終エネルギー消費の７割を占める熱利用の化石エネルギー、

これも含めた我が国トータルのエネルギー需要の脱炭素化、これをどう進めていくのかと

いう論議にいよいよなってきたと、このように思っております。 

 今後、いずれにいたしましても、そういったものの現実解、これを具体化していくという

論議を一層深めていきたいと、このように思っていますので、委員の皆様にも一層のご負担

をおかけすることになると思いますけれども、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 今日は、議長の不手際によりまして大分時間をオーバーしてしまいまして、誠に申し訳あ

りませんでした。本当にありがとうございました。 
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これにて今回の会を終了といたします。また、次の日程は、事務局よりご連絡を申し上げ

ます。ありがとうございました。 


